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■

二
、
宮
崎
定
直

の
墓
碑

０

墓
碑
の
発
見

は
じ
め
に
の
項

で
記
し
た
よ
う
に
、
第
三
十
代
宮
原
神
社
宮
司

宮
本
正
宣
氏

（
現
宮
司
宮
本
隆
夫
氏

の
祖
父
）
が
、
古
く
か
ら
泉

州
方
面
よ
り
太
刀
の
宮

へ
の
参
詣
者
が
多
く
い
て
、
そ
の
人
達
か

ら
谷
川
の
小
坂
家
に
定
直
の
子
吉
次
の
手
記
が
伝
わ

っ
て
い
る
こ
と

を
聞
き
、
大
正
十
五
年

（
一
九
二
六
年
）
六
月
、
小
坂
家
を
訪
れ

こ
の
手
記
に
書
か
れ
て
い
る
墓

の
所
在
を
探
し
て
い
た
が
、
昭
和

初
期
に
村
山
源

一
氏

（
郷
土
史
家
、
有
田
市

に
合
併
前
の
宮
原
村

長
）
が
発
見
し
、
碑
銘
を
写
し
と

っ
た
。

墓

碑

（裏
面
）

０

墓
碑
建

立

の
経
緯

定
直
は
大
阪
夏
の
陣
の
直
前
に
大
阪
か
ら
帰
郷
後
は
、
姉
婿
則

岡
勘
解
由
左
衛
門
方
に
身
を
寄
せ
て
い
た
が
、
元
和
五
年

（
一
六

一
九
年
）
六
月
十
八
日
、
三
十
六
歳
の
若
さ
で
病
死
し
た
。
甥
の

分
太
夫
が
遺
言
ど
お
り
に
宮
崎
城
趾
の
見
え
る
井
山
に
西
に
向
け

葬

っ
た
が
、
そ
の
墓
碑
が
朽
ち
た
の
で
、
百
十
九
年
後
の
元
文
三

年

（
一
七
三
八
年
）
、
分
太
夫
の

こ
の
墓
碑
を
建
立
し

多

た

の
で
あ

る
。

ひ
糸

孫
久
へヽ′爾
ち
，
１
ノ

‘
ジ
　
“
／
　
７
ｉ
ｔ

多

墓碑 (左側面)
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０

墓
碑
の
所
在
地

有
田
市
宮
原
町
新
町
字
井
ノ
ロ
二
六
六
―

一
番
地

通
称
井
山
　
新
町
自
治
会
所
有
地

標
高
七
十
五
研

（折
り
込
み
地
図
参
照
）

（正
面
）

賞
相
院

一
漢

浄

夢
居
士
墓

宮
崎
二
郎
右
衛
門

尉

定
直

こ
の
士
は
熊
野
祠
官

（
神
主
）
賞
方

中

将

（
宮
崎
氏
の
系
譜

参
照
）
の
裔

（
子
孫
）
な
り
。
数
代
宮
崎
城
主
隠
岐
守
の
三
男
に

し
て
泉

州

谷
川

（
和
泉
国
岬
町
谷
川
）

の
住
な
り
。
大
阪
闘
評

（大
阪
冬
の
陣

・
夏
の
陣
）
の
節
、
秀
頼
公

（
徳
川
秀
頼
）

の
旗
下

（直
属
の
兵
）
に
属
し
、
軍
功
あ
り
と

雖

も
否
運
に
し
て

（
不
運

に
も
）
落
城
す
。
爾
後

（
そ
の
後
）
天
下

一
同
篭
城
の
士
卒

（
大

阪
城
に
た
て
こ
も

っ
た
兵
）
も
赦
宥

（
許
す
）
さ
れ
る
に
到
り
、

猶
子

（甥
）
宮
原
住
則
岡
分
太
夫
宅
に
歴
居

（
寄
宿
）
し
て
死
す
。

遺
言
に
曰
く
、
宮
崎
城
跡
の
眼
に
鯛
れ
る
地
を
欅
び

葬

る
可
し
。

今
松
枯
れ
朽
て
墓
を
見
る
に
忍
び
ず
。
分
太
夫

嫡

孫

（
孫
）
則
岡

長
太
郎
、
霊
巖
師

（
円
満
寺
住
職
）
に
諷
誦
を
託
し

（
読
経
を
頼

ん
で
）
こ
の
碑
を
建

つ
。

亡
日
（時
）
元
文
三
年

戊

午
七
月
七
日

な
お
右
の
文
中
で
　
藤
原
実
方
を
は
じ
め
宮
崎
氏

一
族
、
隠
岐

守
三
男
定
直
、
則
岡
家

一
族
に
つ
い
て
は
別
項
で
と
り
あ
げ
る
。

(4)

墓ぼ

碑ひ

銘曽

（左
側
面
か
ら
）

あ

　

り

　

か

賞
相
院

一
漢
澤
夢
居
士
墓

宮
崎
三
郎
右
衛
門
尉
定
直

此
士
者
熊
野
祠
官
賞
方
中
絡
之
裔
也
数
代

宮
崎
城
主
宮
崎
隠
岐
守
三
男
住
泉
州
谷
川

也
大
坂
闘
評
之
節
属
秀
頼
公
之
旗
下
雖
有

軍
功
否
運
而
落
城
実
爾
後
依
被
赦
宥
天
下

一
同
篭
城
士
卒
到
猶
子
宮
原
住
則
岡
分
太

夫
宅
歴
居
諸
而
死
焉
遺
言
日
澤
宮
崎
城
跡

鯛
眼
之
地
可
葬
実
今
不
忍
見
墓
松
枯
朽
分

太
夫
嫡
孫
則
岡
長
太
郎
篤
薦
抜
託
諷
誦
於

霊
巖
師
建
此
碑
畢
云

盲
元
文
三
戊
午
七
月
七
日

(5)

訓よ

み
下磨
し
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守
三
男
定
直
、
則
岡
家

一
核
に
つ
い
て
は
別
項
て
と
り
あ
げ
る
こ
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四
、
吉

次

の
手

記

か

ら

定直も一時立て籠もった大阪城
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四
、
吉
次
の
手
記
か
ら

む
な
ふ
だ

０

宮
棟
札
に
父
の
名
な
し

「
吉
次

申
　
我
父
定
直
公
　
紀
州
宮
崎

ヨ
リ
嘗
家

へ
養
子

二
入

在
世

ワ
ツ
カ
ニ
シ
テ
卒
ス
　
依
テ
此
人
ニ
ハ
氏
神
御
宮
御
造
管
無

之
　
依
テ
御
宮
棟
札

二
名
前
不
出
也
」

吉
次
は
父
定
直
が
三
十
六
歳
と
い
う
短
命
で
あ

っ
た
の
で
氏
神
な

ど
近
く
の
神
社
の
棟
札
や
寄
進
名
簿
に
父
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
な

い
の
を
先
ず
恥
じ
て
い
る
。
名
門
宮
崎
氏
と
縁
を
結
ぶ
ほ
ど
の
郷

士
の
家
柄
な
ら
寺
社
の
造
営
や
寄
進
が
あ
る
も
の
と
思
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
定
直
は
不
運
な

一
生
で
あ
り
、
短
命
で
あ

っ
た

の
だ
。

因

に
宮
崎

庄

で
宮
崎
氏

一
族
は
祇
園
社
　
安
養
寺
　
立

神
社
　
飛
鳥
神
社
　
妙

見
社
　
蓮
華
寺
　
箕
島
神
社
　
本
光
寺

常
楽
寺
　
本
宮
寺
　
仏
願
寺
な
ど
当
時
の
七
か
村
の
寺
社
ほ
と
ん
ど

に
造
営
や
田
地
な
ど
の
寄
進
を
尽
し
て
い
る

（
巻
末
年
表
参
照
）
。

そ
の
頃
の
武
士
団
は
自
分
の
権
勢
を
示
す
と
共
に
、
そ
れ
に
伴

う

武
運

長

久

を
神
仏
に
祈
願
し
た
表
れ
で
あ
ろ
う
か
。

０

父

の
出

生

（成
川
家
文
書
）

「
我
父
ノ
出

生

ヲ
尋

ル
ニ
紀
州
有
田
郡
宮
崎

ノ
城
主
宮
崎

隠
岐

守

殿
ノ
三
男
也

ｏ
◆
・
・
（中
略
）

。
・
・
隠
岐
守
殿

二
三

子
有
り
　
嫡

子
善
三
郎

ハ
父
ノ
モ
ト

ニ
居
　
次

ノ
姉
君

ハ
畠
山

改
名
則
岡
勘
解
由
左

工
門
殿
二
嫁
入
ス
　
三
男
定
直
営
家
江
養
子

ニ

束
ル
　

即

我
父
是
ナ
リ
」

こ
こ
で
い
う
宮
崎
隠
岐
守
は
小
次
郎
定
秋

で
あ
る
。
手
記
中

（
１０
行
日
）
の

「
信
長
公
紀
州
乱
入
之
節
畠
山
諸
共
落
城
イ
タ
シ
」

と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
豊
臣
秀
吉

の
紀
州
攻
め
で
、
畠
山
氏
の
岩
室
城
と
共
に
宮
崎
城
は
落
城
し
た
。

次
に
平
岡
繁

一
氏
蔵
の
系
譜
か
ら
抜
き
書
き
す
る
と
、
上
図
と
な

ヨ
】
′
】
ヽ
名

藤
次
郎
ン

喘
＾
Ｊ
κ
だ
号

隠
岐
守
ヽ

宗

在

ヨ
ニ
ヨ
一
ヽ
名

三
郎
右
衛
門
ン

μ買

可ＩＥ
”
″
号

右
衛
門
尉
　
、

定

秋

女

（
小
藤
か
）

則
岡
勘
解
由
左
衛
門
妻

定

秋

定

博

貞

賞

光

景

光

長

定

直

善
三
郎

(平岡氏蔵 )

(吉次手記 )
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り
、
手
記
に
よ
れ
ば
下
図
と
な
る
。
手
記
に
宮
崎
落
城
後
は
宮
原

に
閑
居

（
の
ん
び
り
く
ら
す
）
し
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く

姉
の
婚
家
則
岡
家

に
身
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら

泉
州
谷
川
の
小
坂
家

へ
養
子
に
出
た
こ
と
に
な
る
。
定
直
は
病
死

し
た
の
は
元
和
五
年

（
一
六

一
九
年
）

で
享

年
三
十
六
歳

で
あ

っ

た
か
ら
、
そ
の
生
年
は
天
正
十

一
年

（
一
五
八
三
年
）
と
な
り
、

宮
崎
落
城
の

一
五
八
五
年
の
と
き
は
幼
児
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

定
直
の
享
年
は
若
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
も
聞
く
し
、
落
城
時
父
定

秋
は
す
で
に
生
存
し

て
い
な
か

っ
た
と
い
う
か
ら
、

こ
こ
に
掲
げ

た
略
系
譜

（
上
図
）

に
み
る
定
直

の
弟
た
ち

の
出
生
は
お
か
し
く

な
る
。

次
に
姉
に
つ
い
て
は
兄
善
三
郎
同
様
に
系
譜
に
は
見
え
な
い
。

吉
次
の
手
記
に
は
南
村
の
則
岡
勘
解
由
左
衛
門
に
嫁
入
り
し
た
と
あ

る
。
則
岡
家
は
後
述
の
よ
う
に
畠
山
氏
の
家
臣
で
あ

っ
た
が
、
岩

室
落
城
後
は
帰
農
し
て
南
村

（
現
新
町
）
に
住
ん
だ
。

毬
一４
の
ユ
／

成川満家文書
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其
後
打
過
こ
こ
も
と
無
事
其
他
け
ん
ご
の
由
大
悦

一
〆
送
り
つ
か
わ
し
尚
十
八
日
仏
参
い
た
さ
る
様
面

二
月
五
日

則
岡
内

　
‐０
一騰

い
た
し
且
の
り

つ
け
万
々
時
々

早
々

左
門

（奥
書
）

宮
崎
隠
岐
守
三
男
定
直

姉
小
藤
ノ
前
当
家
三
平
ノ
室
宮
崎
落
城
之
後
当
家

二
来
テ
後
泉
州
谷

川
中
二
郎
右
衛
門
養
子
ト
ナ
ル

訓
み
下
す
と

其
後
御
無
音

に
打
ち
す
ぎ
ま
し
た
が
、

こ
ち
ら
は
無
事
　
そ
ち

ら
は
皆
堅
固

（
す

こ
や
か
）

の
由
　
大
よ
ろ
こ
び

で
す
。
そ
こ
で

海
苔

一
〆
送
り
ま
す
。
尚
十
八
日
仏
参
り
し
て
下
さ
る
よ
う
、

い

ず
れ
お
会
い
の
節
い
ろ
′
ヽ
話
し
ま
し
ょ
う
。
　

早
々

右
か
ら
は
定
直
の
姉
の
名
は
小
藤
と
い
い
、
そ
の
婿
は
則
岡
三

平
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
差
し
出
し
人
は
定
直
だ
と
す
る
と
、
「
の

り

一
〆
送
り

つ
か
わ
し
」
は
い
か
に
女
性
の
地
位
が
低
い
時
代
と

は
い
え
、
随
分
と
失
礼
な
言
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
定
直
は
二
郎

右
衛
門
ま
た
は
右
衛
門

尉

で
あ
る
か
ら
左
門
は
お
か
し
い
。

と
こ
ろ
が
則
岡
家
系
譜
０
に
意
外
な
記
述
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
そ
れ
は
明
和
六
年

（
一
七
六
九
年
）
五
月
に
書
き
上
げ
ら
れ

た
系
譜
の
写
し
で
あ
る
が
、
三
平
と
は
久
栄
の
孫
久
宗
で
、
そ
の

妻
は
宮
崎
隠
岐
守
定
之
の
娘
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
必
要
部

分
を
抜
粋
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

系
譜
の
勘
解
由
左
衛
門
久
栄
は
そ
の
没
年
か
ら
は
小
藤
の
婿
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
嫡

子
の
貞
久

（爪
書
地
蔵
堂
修
復
免
税
書
の
執
達

人
浄
教
入
道
）
も
勘
解
由
左
衛
門
を
名
乗

っ
て
い
る
が
、
三
十
四

歳
で
剃
髪

出

家
の
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
難
し
い
の
で
は
な
い

か
。
と
す
れ
ば
久
宗
が
妥
当
な
人
物
と
な
る
。
通
称
は
三
平
と
い

い
、
成
川
家
文
書
の
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
妻
は
宮
崎
隠
岐
守
　
　
７一

定
之

（定
直
の
兄
）
の
娘
小
藤
で
あ
る
。
則
岡
家
は
既
に
二
代
に
　
　

一

わ
た
っ
て
勘
解
由
左
衛
門
を
名
乗

っ
て
い
る
家
系
で
あ
る
こ
と
か
ら

貞

分
太
夫

勘
右
衛
門

増
右
衛
門

久
忠
―
‐久
富

勘
九
郎

勘
解
由

　
　
左
近

左
衛
門
　
　
勘
解
由
左
衛
門
尉

三
平

・
甚
兵
衛

ど
の

久
を
`天冷
｀

―

―

貞
久
―

久
宗

文
五
年
卒

（
一
五
三
六
）

”げ
フヽ
一たて
″曖
マザ
イ
■
コ

よ́

‘

好
女
，
げ
ろ
タ
ン
フ在
一

，一■
一・１
り
み
ギ
ｔ
強
ろ

、手
ｒ４
ｒ嘔
ノ手
／
浴
，―‐

Ｆ

，

ｃ
う

´

Ｉ

‘

―

―

・

〓
計
融
囃
脚
髪

妻
爆
舜
脚
球
岐
守

（
一
五
九
三
）



吉
次
は
久
宗
を
も
そ
の
よ
う
に
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

定
直
を
手
紙
の
差
し
出
し
人
と
し
た
場
合
、
小
藤
と
の
関
係
が
叔

父
と
姪
と
な

っ
て
手
紙
の
文
面
の
つ
か
わ
す
も
納
得
が
い
く
。
あ

れ
や
こ
れ
や
謎
の
多
い
文
書
で
あ
る
が
、
私
は
定
直
以
外
の
人
で

十
八
日
の
定
直
の
命
日
に
仏
参
を
頼
む
こ
と
の
出
来
る
人
物
を
探
し

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

０

大

坂

一
乱

（
真
田
幸
村
文
書
）

一
慶
長
年
中
　
大
坂

一
乱
ノ
節
　
員
田
幸
村
ノ
招
キ
ニ
依
テ
◆
ｏ
・

（
中
略
）

ｏ
ｏ
ｏ
・
最
早
夜

二
入
リ
ア
マ
リ
草
臥

ル
」

慶

長

五
年

（
一
六
〇
〇
年
）
天
下
分
目
の
関
ケ
原
合
戦

に
勝

っ

た
徳
川
家
康
は
、
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
年
）
征
夷
大

将

軍
に
任

命
さ
れ
た
後
、
豊
臣
方

の
財
宝
を
減
ら
す
目
的

で
豊
臣
秀
頼
に
京

都
方
広
寺

の
大
仏
殿

の
再
建
を
命
じ
た
。
そ
の
開
眼
供
養
を
目
前

に
し
た
慶
長
十
九
年

（
一
六

一
四
年
）
八
月
　
国
家
安
康
、
君
臣

豊
楽
、
子
孫
殷

昌

と
彫
ら
れ
て
い
る
鐘

銘
の
語
句
に
難
題
を

つ
け
、

交

渉

断
裂
し
た
十
月

一
日
大
阪
方
と
の
戦
が
始
ま

っ
た
。
大
阪
冬

の
陣

で
あ
る
。
大
阪

へ
馳
せ
参
じ
た
の
は
真
田
信
繁

（
幸
村
）
、

長

宗
我
部
盛
親
、
後
藤
基
次
な
ど

の
没
落
大

名

や
浪
人
、
木
村

重
成
な
ど
の
譜
代

の
家
臣
た
ち
、
そ
の
数
は
十
万

で
、
家
康
は
二

十
万
の
大
軍
で
城
を
囲
ん
だ
。

関
ケ
原
で
の
敗
戦
後
伊
都
郡
九
度
山
の
地
に
隠
棲
し
て
い
た
真
田

幸
村
が
、
豊
臣
秀
頼
か
ら
の
請
い
に
応
じ
て
参
戦
に
臨
む
に
つ
け
、

定
直

・
善
三
郎
兄
弟
に
呼
び
か
け
た
。
二
人
は
そ
の
誘
い
に
応
じ

て
大
阪
城

へ
向
か

っ
た
。
小
坂
家
に
は
こ
の
時
の
真
田
幸
村
か
ら

の
よ
ろ
こ
び
の
書
状
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
ｃ

あ
ムκ

色ク
多
な
く
　
　
‐
　

　

，
コ
一
▼

Ｉ

留

蕉

″

ハ
償
仏

ヤ
Ｌ
４
一〆
Ｌ

″́
摯

．／
ハ
・
γ
”／１

夕
絆

７
夕
４曇
７

ヽ

当
月
五
日
着

長
門
守
殿

一
所

入
城

致

君
　
御
機
嫌
大
悦

満
足

二
候
恐

恐
謹
言

五
月
三
日

幸
村
〔
幽
Ｗ
一

定
直
殿

真田幸村文書 (小坂家蔵 )
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重

腐

な

ど

の
譜
代

の
家

巨

た

ち

、

そ

の
敷

は

十

万

て
．

笏

庸

Ｌ

二

十
万
の
大
軍
で
城
を
囲
ん
だ
。

″
こ
４ゴ

′

長
門
守
は
木
村
重
成
、
主
君
秀
頼
は
大
喜
び
で
私
も
満
足
で
あ

る
。
恐
恐
謹
言
は
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
る
と
い
う
手
紙
の
末
尾

の
挨
拶
語
で
あ
る
。
戦
は
双
方
相
譲
ら
ず
十
二
月
に
和
約
、
翌
元

和
元
年

（
一
六

一
五
年
）
四
月
　
再
び
開
戦
　
夏
の
陣
で
あ
る
。

定
直
は
冬
の
陣
で
は
戦
功
も
あ

っ
た
が
、
夏
の
陣
で
は
淀
君
の
籠

臣
た
ち
と
合
わ
ず
、
寄
手
の
重

囲
を
潜

っ
て
戦
陣
を
離
脱
し
宮
原

へ
と
向
か
っ
た
。
（
ぉ
ゎ
り
に
の
項
参
照
）

国

大
刀
の
官

お

や
し
ろ

こ
れ
あ
る

ゆ
え

「
然
ル
ニ
御

社

有
レ之
故
御
神
前

ニ
テ
・
◆
・
。

（中
略
）

・
。
・
・
此
御
社
ヲ
人
皆
太
刀
ノ
宮
卜
申
ス
」

こ
こ
が
吉
次
の
手
記
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
阪
か

ら
人
目
を
忍
び
ひ
た
す
ら
駆
け
て
き
た
定
直
は
、
熊
野
街
道
の
蕪

坂
峠
を
南

へ
越
し
道
傍
に
建

つ
お
社
、
正
確
に
は
宮
原
町
畑
　
字

家
本
六
六
五
番
地
、
猿
田
彦

神
を
祀
る
道
祖
神
社
の
前
で

一
体
み

し
た
。
昼
間
の
疲
れ
で
不
覚
に
も
寝
入

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
と

き
定
直
を
襲

っ
た
の
は
盗
賊
か
、
後
を

つ
け
て
き
た
徳
川
方
の
手

下
か
、
は
た
ま
た
裏
切
行
為
を
追

っ
て
き
た
真
田
幸
村
の
配
下
の

者
か
。

二

つ
に
折
れ
た
太
刀
が
見
事

に
く

っ
つ
い
た
と

い
う

不
可
思
議
は
正
に
神
の
な
せ
る
仕
業
、
剣
難
を
救

っ
て
下
さ
っ
た

神
の
御
恵
み
と
剣
の
御
徳
を
恐
れ
畏

ん
だ
定
直
の
心
情
は
、
後
世

い
や
今
日
で
も
太
刀
の
宮
の
ご
利
益
を
授
か
ろ
う
と
参
拝
者
は
絶
え

な
い
で
生
き
て
い
る
。
即
ち
病
気
平
癒
な
ど
の
諸
願

成

就
に
社
前

に
供
え
ら
れ
た
太
刀
を
借
り
て
帰
り
祭
り
、
平
癒
す
れ
ば
新
刀

一

振
り
に
小
豆
を
添
え
て
お
礼
参
り
を
す
る
風
習
が
今
で
も
続
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

太刀の宮拝殿
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ヽヽ
ｒ

ヽ
）

４
４

「
―、べ
、

一
タ

ハ

ね
ら
れ

ヽ
い
グ
上

こ

ヽ
え
ヽ
脱
薇
し

．
ヽ
て
最
後

‐″
）
、
　
　
　
　
　
　
．
．

同
活
致

濃
テ
早
速

行

介
抱
致
シ
居
ル
内
」

知
フ

ヽヘ

へ
の
憚

り
は
、
招
き
に
応
じ
な
が
ら
私
情
で
密撃

）
」

た
こ
と
の
真
田
幸
村

へ
の
も

の
か
、
あ
る
い
は

ゝ

　

こ

カ

ー

ま
で
忠
義
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
小
坂
家
へ
の

武
士

し
に
り
ヽ

遮
慮

そ
れ
と
も

四
月

に
開
戦
し
た
夏
の
陣
は
、
定
直
の
戦
陣

ヽ
　
　
．

，Ｑ

・
Ａ
′

後．　　
ヽ
′
ヽ

Ｌ

り

ｒ

´

仕
Ｌ
γ
Л

も
冑
１
日

八
α
に
は
秀
頼
　
淀
君
が
自
決
し
て
豊
臣
氏
が
滅
び
、

Ｊ
ヽ
六

日
に
木
村

動
蘭
が
、
同
七
日
に
戴
田だ
黎
枕
も

う

ち

ｔ

に

討
死

は
、縫
ジ綱
し
た
が
、
そ
の
後
の
徳

方
に
よ
る
豊
臣
方
の

大
阪

の
ヽ”
が
こ
め
て
き
び
し
く

毎
日
五
十
人
　
百
人
と
首
を
は

甍
魅
椰

れ
た
、
決
大
４で
あ
っ
た
の
か
。

卜

に

み

　

，

日
身
の

鴨

遺
言
ご
宮
崎
城

「
ミ
言
〓
（
我
死
シ
ナ
バ
宮
崎
ノ
お脚
ν
一聾
評
り
処
江
我
死
骸

葬

‐
欧キ
＼
ノ
を
一一二い
ナ
「
」

・
・
ｏ「
二
ヽ
．
任

御

望

　

宮
崎
ノ
城
ノ
見

ユ ‐
慶
´意ヽ

々
す
『
ス
処
′
へ
葬
り
其
所、
江
石
碑
ヲ
建
ツ
ル
」

爆
ら
ず
則
岡
家
に

か

み
　
　
は
ば

か

定
直
公
　
上
ヲ
憚

り
谷

エ
ハ
掃

ラ
ス
則
岡
宅

ニ

一≡
ル
滉

・

（
中
略
）

と

り

あ

い

。
五
月

二
病
気

二
取
合

死
骸
は
西
法
寺
の
裏
山
に
続
く
井
山
の

一
角
に
西
方
向
け
て
碑
を

建
て
埋
め
ら
れ
た
。
こ
の
井
山
は
南
村
の
入
会
地
で
あ
る
柴
山
で
、

権
利
を
持

つ
南
村
の
住
民
が
抽
せ
ん
な
ど
の
方
法
で
薪

を
刈
り
取

る
こ
と
の
で
き
る
共
有
地
で
あ
る
。

そ
の
昔
宮
崎
左
衛
門

尉

定
範
が
野
の
土
地
に
来
て
城
を
構
え
て

住
ん
だ
と
い
う
宮
崎
城
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
。
城
と
い
っ
て
も

地
方
郷
士
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
館

　
館

城
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ

っ
た
ろ
う
。
紀
伊

続

風
土
記
の
野
村
の
項
に

「
今
村
中
に
て
城

の
内
と
唱
ふ
る
所
　
方

一
町
許

あ
り
　
是
嘉
応
元
年
宮
崎
筑
前

守

定
範
の
築
く
城
跡
な
り
　
今
田
畑
の
字
に
鷹
部
屋
　
馬
屋
　
西
堀

廻
亭
の
裏
と
い
ふ
あ
り
　
皆
城
あ
り
し
時
の
名
の
遺
り
た
る
な
り
」
　

　

‐一

と
あ
る
。
こ
の
地
名
は
有
田
川
土
地
改
良
区
に
も
残
さ
れ
て
い
な
　
　
一

ま
た
有
田
郡
誌
に
は

「
野
の
西
南
　
字
御
殿
本
及
び
御
殿
山
は

昔
か
ら
城
の
内
と
い
わ
れ
　
こ
こ
に
城
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
広
さ
は
東
西
六
町

（
約
六
〇
〇
眉
）
南
北
二
町

（
二
〇
〇

】じ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
土
地
改
良
区
で
の
調
べ
で
は
、
現
在
の

小
字
名
の
御
殿
本
は
立
神
社
の
す
ぐ
東
南
の

一
角
で
山
地
と
接
す
る

地
で
あ
り
、
御
殿
山
は
立
神
社
の
裏
山
で
あ
る
。　
一
方
野
の
住
民

の
人
た
ち
が
城
の
内
と
呼
ん
で
い
る
地
域
は
公
民
館
の
す
ぐ
東
北
の

地
を
指
し
、
こ
こ
に
城
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
伝

承

が
あ
る
。

ヽ
上
い
う
状
況
の
中
で
、
類
が
小
坂
家
に
及
ぶ
こ
と
を
恐

ど
へ

の
変
移

の
中

で
徳

方

に
刃
向

か

っ
た
と

い
う

）　
一　
さ
　
／
′　
　
　
　
　
　
　
　́
‥　
　
′́
　
ｒ
・　
／
　
ン／
　
・́　
‥
　
　
　
　
／
　
一　
一　
　
　
　
　
一　
　
‐
　
　
ノ

ヽ
　

　

デ
・
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一
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ま
た
野
に
は
字
生
殿
が
あ
り
、
生
殿
山
本
宮
寺
が
あ
る
。
宮
崎

氏
の
系
譜
０
の
宮
崎
隠
岐
守
定
頼
の
子
左
衛
門

佐

慶
真

（
出
家
し

て
雲

秀

）
が
こ
こ
で
生
ま
れ
た
の
で
生
殿
の
地
名
が
で
き
た
と
い

う
。
定
範
は
後
年
に
剃
髪
し
て
法

橋

義
貫
と
称
し
て
、
こ
こ
に
真

言
宗

の
寺
を
建
て
宮
崎
氏
の
菩
提
寺
と
し
た
が
、
落
城
後
は
改
宗

し
て
浄

土
宗
西
山
派
の
寺
と
な

っ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

野
の
地
に
は
、
ウ
マ
の
墓
　
ウ
シ
の
墓
と
呼
ば
れ
る
墓
や
周
辺

の
供
養
塔
な
ど
を
集
め
祀
ら
れ
て
い
る
ホ
ウ
ト
ウ
と
呼
ば
れ
る
地
が

残
さ
れ
て
い
た
り
、
有
田
川
の
横
堤
の
辺
を

城

の
渕
と
呼
ぶ
な
ど

は
、
中
世
の
歴
史
を
物
語
る
名
残
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
吉
次
の
手
記
を
解
説
し
た
が
、
こ
の
手
記
が
そ
の
頃
の
定

直
を
伝
え
る
唯

一
の
も
の
と
考
え
て
よ
く
、
定
直
の
伝
承
も
ま
た

こ
れ
に
よ
る
も
の
と
思
う
。
記
述
内
容
に
問
題
点
も
あ
る
が
今
そ

れ
を
比
較
し
正
す
べ
き
資
料
も
な
い
。

生殿山本宮寺
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五
、
宮
崎
氏
の
人
び
と

嘉
応
元
年

（
一
一
六
九
年
）
藤
原
左
衛

門

尉

定
範
が
現
有
田

市
野
の
地
に
城
を
築
き
宮
崎
氏
を

称

し
て
こ
の
か
た
、
天
正
十
三

年

（
一
五
八
五
年
）
豊
臣
秀
吉

の
南
征

に
遭

っ
て
宮
崎
城
が
落
城

す
る
ま
で
ほ
ぼ
四
〇
〇
年
間

の
宮
崎
氏
に

つ
い
て
、
ま
ず
は
有
田

市
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
宮
崎
氏

の
系
譜
を
借
り
て
、
点
と
点

の

人
物
や
事
績
を

描

写
し
た
い
。

系
譜
０
の
人
物
名
の
右
肩
の
①
～
⑩
の
数
字
は
説
明
の
便
宜
上

つ

け
た
も
の
で
あ
る
。

宮
崎
雲
秀
の
墓
碑

（常
楽
寺
）
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田

宮
崎
氏
系
譜
日

①
係
昇
麟
醍
赴
叶
斌
腋
政
‐
‐②
実
時
意
融
―

ｌ③
実
方
期
翻
女
―

‐④
朝
元

⑤

レ

】ヽ
マ
ア

＝
り

′
ヨ

定
実
絣
碑
醐
卍

⑥
―
‐
長
快
業酬訓
―

ｌ⑦
湛
快
国別

硝
Ｉ

Ю
湛
増
晰即躙調
⑨

別
当
国
司

湛

全

⑩

ヽ
夕
　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

ウヽ
タ
　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ヽ
ジ

湛
祐
酬
硝
―

巨
源
湛
酬
硝
―

換
定
湛
酬
硝
ｌ

ｋ
定
遍
酬
硝

定
範
鰐館噺尉

⑭

⑮

―

―

湛
誉

家
俊

十
万
法
橋

任
隠
岐
守
号
本
宮

隠
岐
守
左
衛
門
尉
Ｌ

興
一疋
賄
一
鵬
雌
椰

―

甕
・慶

盲
〓
腋
動
卸
佐

（定
弦
）
　

　

　

　

　

　

（
雲
秀

・
定
辰
）

⑬

⑩

八
「:F
事―ノロ
衛
Fl

真
定
隠
岐
守

入
道

dコ
渕L

秋
小
次
郎

隠
岐
守

畠
山
政

国
室

一疋
久ヽ
拙雲

女春
定

かヽ
ン
０
い
、

定
之
醐嬢艦尉
嚇歓

天
正
十
二
年
落
城

一示＃一一醸一鯨阻郎

寒
胤
ｗ
雑
齢
割
鶴
立

本
宮
寺
中
興
開
山

春
茂

神
保
式

部
少
輔

鳥
屋
城
主
石

垣
民
部
少
輔

量
春
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０

系
譜
０
に
出
る
主
な
人
び
と

０
遠
祖
は
藤
原
鎌
足
公

宮
崎
氏
の
遠
祖
は
中
臣

鎌
足
だ
と
い
う
。
大
化
元
年

（
六
四
五

年
）
中
大
兄
皇
子
と
共
に
蘇
我
入
鹿
を
殺
し
、
大
化
の
改
新
の
大

事
業
に
当

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
功
績
に
よ
り
六
六
九
年
　
天
智

天
皇
よ
り
藤
原
朝
臣

の
姓
を
授
か

っ
た
。
藤
原
姓
は
そ
の
子
不

比
等
の
系
統
の
み
が
継

承

す
る
こ
と
に
な
り
、
平
安
時
代
に
か
け

て
道
長
、
頼
通
の
全
盛
時
代
を
迎
え
る
な
ど
、
栄
華
な
世
代
を
生

み
出
す
基
と
な

っ
た
。

０
伊
ヂ
①
　
直
系
の
み
を
た
ど
れ
ば
　
鎌
足
―
不
比
等
―
房
前

（北
家
）

真
楯
―
内
麻
呂
―
冬
嗣
―
良
房

（
天
安
二
年
初
め
て
摂

政
と
な
る
）
―
基
経

（仁
和
三
年
初
め
て
関
白
と
な
る
）
―
忠
平
―

師
輔
　
伊
ヂ
と
十
代
目
で
あ
る
。
伊
ヂ
は
十
八
歳
で
従
五
位
下

後
に
正
三
位
大
納
言
、
正
三
位
右
大
臣
　
摂
政
、
正

一
位
太

政

大

臣
と
の
ぼ

っ
た
北
家
の
権
力
者
で
あ

っ
た
。

０
実
方
３
　
母
は

源

基
有
の
娘
、
歌
人
で
も
あ
り
左
近
衛

中
将
　
加
茂
神
社
の
末
社
橋
本
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

０
定
実
⑤
　
右
京
大
夫
熊
野
別
当
紀
伊
国
司
。

別
当
と
は
熊
野
地
方
を
治
め
る
長
官
の
こ
と
。

Ｆ一〓．一羅

垣
民
部
少
輔

０
宮
崎
の
地
は
那
智
山
の
荘
園
と
な
る

そ
の
頃
の
野
や
古
江
見
の
地
は
宮

前

庄

（
宮
崎
庄
）
と

い
い
、

尚
侍
藤
原
氏

（
藤
原
道
長
の
三
男
関
白
藤
原
教
通

の
娘
真
子
が
尚

侍
と
し
て
宮
中
に
仕
え
た
。
当
時
七
十

一
歳
）
の
荘

園

（私
有
地
）

で
あ

っ
た
。
よ
う
や
く
盛
ん
と
な

っ
た
貴
族

の
熊
野

詣

が
こ
の
人

に
と

っ
て
は
か
な
え
ら
れ
な
か

っ
た
か
わ
り

に
、

宮
前
庄
及
び

比
呂
庄

（
現
広
川
町
）

の
田
地
そ
れ
ぞ
れ
十
三
町
五
反
を
那
智
山

に
寄
進
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
文
書
が
那
智
山
尊
勝
院

（
日
良
文
書
と
呼
ぶ
）

に
残
さ
れ

て
い
る
が
、
外
江
素
雄
氏

の
子
供
向
き
の
著
書

「
広
川
町

の
む
か

し
」
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
ｃ

藤
原
氏
敬
白

（
う
や
ま

っ
て
申
し
上
げ
る
）

一
虎
　
紀
伊
国
在
田
郡
比
呂
庄
　
田
十
三
町
五
反

一
虎
　
同
国
同
郡
　
　
宮
前
庄
　
田
十
三
町
五
反

私
は
右
の
比
呂
庄
と
宮
前
庄
と
を
前
の
領
主
の
方
か
ら
譲
り
受
け

ま
し
た
が
、
私
に
は
後
継
ぎ
の
子
ど
も
も
お
り
ま
せ
ん
し
、
年
老

い
た
後
に
面
倒
を
見

て
く
れ
る
方
も
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
も
う
財

産
な
ど
に
は
未
練
も
な
く
、

こ
の
田
畑
を
お
譲
り
し
、

い

つ
ま
で

も
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
に
お
す
が
り
し
て
生
き
て
い
き
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
お
聞
き
い
た
し
ま
す
と
、

熊
野

の
権
現

さ
ま
は
仏
さ
ま
や

菩
薩
さ
ま
の
仮
の
お
姿
で
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
深
い
お
情
け
で
人
間
を
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お
救
い
く
だ
さ
る
と
か
。
私
は
よ
く
よ
く
前
世

で
罪
深

い
生
き
方

を
し
た
も
の
か
、

こ
の
世

に
女

の
身
と
な

っ
て
生
ま
れ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
長
年
熊
野
参
詣

の
機
会
は
な

い
も
の
か
と
望

ん
で
い
ま
し
た
が
か
な
わ
ず
、
そ
の
た
め
か
時
々
私
の
短
所
に
つ

け
こ
ん
で
悪

い
欲
望
が
忍
び
よ
る
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
地
獄

へ
落

ち
る
苦
し
み
か
ら
逃
れ
、
後

の
世
ま
で
幸
せ
な
日
々
を
送
れ
る
よ

う
、　
一
心
に
信
仰
を
続
け
て
い
く
な
ら
、

い

つ
か
は
こ
の
私

の
身

に
も
、
仏
さ
ま
の
慈
悲

の
お
光
が
ふ
り
そ
そ
ぐ
も

の
と
思

っ
て
お

り
ま
す
。
も
し
慾
ぶ
か
い
者
が
、
私
が
こ
の
度
お
譲
り
い
た
し
ま

し
た
田
畑
を
横
取
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
私
の

願
い
も
か
な
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
熊
野
の
権
現
さ
ま
や
神
さ

ま
た
ち
は
ご
ら
ん
に
な

っ
て
お
ら
れ
、
そ
の
ま

ゝ
に
し
て
お
く
は

ず
は
な
い
で
し
ょ
う
。
以
上
謹
ん
で
申
し
上
げ
る
次
第

で
ご
ざ
い

ま
す
。

内
侍
尚
侍
　
藤
原
氏

応
徳
三
年

（
一
〇
八
六
年
）
十

一
月
十
三
日

こ
う
し
て
宮
崎
の
地
は
那
智
山
領
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

蛇
足
に
な
る
が
こ
の
文
書
か
ら
そ
の
頃
の
熊
野
信
仰
の
性
格
が
読

み
取
れ
る
ｃ
平
安
時
代
に
な

っ
て
広
ま

っ
た
本
地
垂

述

説
、

つ
ま

り
仏
が
仮
に
神
の
姿
と
な

っ
て
現
れ
る
と

い
う
神
仏

習

合
の
思
想

か
ら
、
本
宮
　
新
宮
　
那
智

の
熊
野
三
神
が
阿
弥
陀
如
来
　
薬
師

如
来
　
観
音
菩
薩
の
化
身
　
権
の
現

＝
権
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
苦

難
を
乗
り
越
え
て
親
し
く
こ
の
地

へ
参
詣
す
る
と
御
利
益
が
得
ら
れ

功
徳
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
た
。
何

一
つ
不
自
由
の
な
い
貴
族
の

身
で
も
来
世
を
恐
れ
救
い
を
求
め
る
姿
は

一
般
の
人
と
変
わ
り
が
な

い
。
女
性
の
登
山
参
詣
を
認
め
な
い
名
山
寺
社

の
多
い
中
で
、
そ

の
制
限
の
な
い
熊
野
参
詣
を
あ
こ
が
れ
て
い
た
女
性
貴
族
の
心
情
が

ひ
し
ひ
し
と
伝
わ

っ
て
く
る
。

０
定
範
　
宮
崎
左
衛
門

尉

と
号
す
。
田
辺
別
当
湛
全
の
弟

で
あ
る
。
宮
崎
庄
が
那
智
山
の
神
領
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
神

職

の
家
筋
か
ら
土
地
の
管
理
や
税
の
取
り
立
て
を
行
う

荘

官

（地
頭
）

を
置
く
よ
う
に
な
り
、
嘉
応
元
年

（
一
一
六
九
年
）
定
範
が
こ
の

地
に
来
て
城
を
構
え
世
々
宮
崎
氏
と
称
し
た
。
平
清
盛
が
太

政

大

臣
と
な
っ
た
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
領
す
る
土
地
は
宮
崎

庄
の
七
村
北

湊
　
箕
島
　
新
堂
　
小
豆
島
　
古
江
見
　
山
地
　
野

の
三
千
石
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
そ
の
後
遠
く
四
国
の
阿
波
に
も

五
か
村
を
持

っ
て
、
子
孫
が
相

つ
ぎ
こ
の
地
に
住
み
栄
え
た
。
し

か
し
年
譜
で
見
る
よ
う
に
宮
崎
氏
の
主
流
は
定
範
の
子
孫
で
な
く

湛
全
の
子
孫
の
よ
う
で
あ
る
。

０
湛
増
⑧
　
紀
伊
国
司
　
田
辺
別
当
　
妻
は

源

頼
朝
の
叔
母
。

文
治
元
年

（
一
一
八
五
年
）
源
義
経
が
平
家
追
討
に
あ
た
り
、
湛
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師
し

か
ら
、
本
宮
　
新
宮
　
那
智
の
熊
野
三
神
が
阿
弥
陀
如
来

増
が
田
辺
の
新
熊
野
の
神
前

（
後
の
闘
鶏
神
社
）
で
赤
白
七
羽
の

鶏
を

闘

わ
せ
、
白

（源
氏
）
が
勝

っ
た
の
で
二
千
の
熊
野
水
軍
を

率
い
て
義
経
に
従
い
、
屋
島
　
壇
の
浦
の
戦
で
活
躍
し
た
。

０
定
頼
⑬

（
定
弦
）
こ
の
係
累
で
は
じ
め
て
宮
崎
隠
岐
守
と

号
し
、
本
宮
寺
の
あ
る
生
殿

（
四
ｌ
⑥
地
図
参
照
）
に
別
邸
が
あ
っ

た
。
慶
真
に
家
を
譲

っ
て
後
は
入

道
し
て
按
察
法

橋

義
貫
と
称
し
、

本
宮
寺
を
宮
崎
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
七
堂
伽
藍
を
建

立

し
た
と
い

う

（
僧
位
に
上
か
ら
法
印

・
法
眼

・
法
橋
が
あ

っ
た
）
。
当
時
は

真
言
宗

で
あ

っ
た
。
紀
伊
続
風
土
記
に
よ
る
と
定
頼
は
隠
居
し
て

庵

を
城
南
の
地
に
造
り
、
子
孫
が
落
城
後
の
天
正
十
九
年

（
一
五

九

一
年
）
現
在
仏
願
寺
の
あ
る
地
に
移
し
、
真
言
宗
善
福
寺
と
し

寃
治し
元
年

（
一
一
八
五
年
）
源
義
経
が
平
家‐
道
計

に
あ
た
り
、
湛

た
が
、

正
保
二
年
（
一
六
四
五
年
）
改

宗

し
て
浄

土
真

宗

と
な

り
仏
願
寺
と
改
め
た
と
い
う
。
本
書
五

１
０
宮
崎
氏
系
譜
０

の

長
之
の
所
に
出
家
住
善
福
寺
と
あ
る
の
は
こ
の
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う

と
「
″こ

う
げ

ん

光
源
・寺
も
ま
た
そ
の
山
号
の
宮
崎
山
が
示
す
と
お
り
宮
崎
氏
と
縁

の
あ
る
寺
で
あ
る
。
明
応
二
年

（
一
四
九
二
年
）
八
月
二
十
八
日

釈
法

了

が
開
基
し
た
こ
と
を
示
す
裏
書
の
あ
る
綺
本
阿
弥
陀‐
仏

尊
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

０
慶
真
⑬

（
雲

秀

◆
定
辰
）
隠
岐
守

・
左
衛

門

佐
又
は
出

雲
守
と
号
し
た
。
永

正

十
八
年

（
一
五
二

一
年
）
妙
見
社
修
理
免

●せ
ん
　
　
　
　
　
　
た
いえ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
ふ
り

田
寄
進
、
大
永
七
年

（
一
五
二
七
年
）
立
神
社
に
太
刀

一
振
奉
納
、

天
文
四
年

（
一
五
二
五
年
）
箕
島
神
社
造
営
、
天
文
十
六
年

（
一

饉

逆修碑

-39-
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五
四
七
年
）
二
月
、
常
楽
寺
境
内
に
逆

修

碑

（
有
田
市
指
定
文

化
財
）
を
建
て
た
。

こ
れ
は
生
前
に
自
分
の
た
め
に
墓
碑
を
建
て

死
後
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
で
、
高
さ
六

一
考
房
の
砂
岩
の
中
央
に

地
蔵
菩
薩
立
像
を
刻
ん
で
い
る
。
近
辺
で
は
下
津
町
の
竹
園
社
に

逆
修

明

秀

上
人
の
五
輪

塔
が
あ
る
の
み
と
い
う
ｃ
天

正

十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
逆
修
日
牌

料

と
し
て
常
楽
寺

へ
田
地

一
町
三
反
六

歩
　
石
高
に
し
て
二
十

一
石
四
斗
八

升

三
合
を
寄
進
し
て
い
る
。

常
楽
寺
に
残
る
森
羅
万

象

録
の
文
化
七
年

（
一
八

一
〇
年
）
六
月

の
記
録
に
は

「
こ
の
寺
は
宮
崎
城
主
出
雲
守
の
菩
提
所
で
出
雲
守

自
身
の
守

本
尊

で
あ
る
三
尺

（
約

一
研
）
の
木
像

聖

観
音
書
薩

（
雲
慶
作
）

一
体
を
納
め
た
」
と
あ
る
。
雲
秀
は
こ
の
よ
う
に
社
寺

の
造
営
や
興
隆
に
随
分
と
心
を
至
し
て
い
る
。

０
定
秋
Ｃ
　
名
は
小
次
郎
　
号
は
隠
岐
守
八
郎
右
衛
門
、
本

書
の
主
人
公
定
直

の
父

で
あ
る

ｉ
ｃ
没
年

は
不
明
γだ
が
宮
崎
落
城
時

は
す
で
に
亡
く
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

安
養
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
文
書
に
天
文
二
十
年

（
一
五
五

一
年
）

二
月
六
日
　
安
養
寺
　
観
音
寺
　
蓮
華
寺
に
対
し
陣
僧
な
ら
び
に
文

使

（
戦
陣

で
死
者

の
回
向
を
し
、
ま
た
軍
使
と
し
て
敵
方

へ
派
遣

さ
れ
る
僧
）
を
免
許
し
た
も

の
が
あ
る
。
定
秋

の
す
ぐ
の
妹
は
岩

室
城
主
畠
山
政
国

（
別
名
を
善
国
と
い
い
宮
原
町
道

の
善
国
寺

の

寺
号
の
お
こ
り
と
さ
れ
る
）
の
妻
で
高
政
を
生
ん
だ

（六
ｌ
②
参
照
）。

七
番
目
の
妹
は
梶
原
玄
番
之

丞

の
妻

（梶
原
馨
氏
先
祖
）
で
あ
る
。

畠
山
高
政
は
畠
山
累
代
の
本
拠
で
あ
る
河
内
高
屋
城
主
と
な
っ
た
が
、

次
に
述
べ
る
将
軍
足
利
義
昭
の
御
内
書
の
項
に
あ
る
三
好
長
慶
に
河

内
の
国
を
奪
わ
れ
る
な
ど
苦
戦
し
た
。
畠
山
氏
も
ま
た
保
田
の
貴

志
氏
と
共
に
宮
崎
氏
と
血
縁
で
あ

っ
た
。

０
定
之
④
名
は
藤
次
郎
。
号
は
隠
岐
守
。
母
は
隣
の
保
田
庄

の
貴
志
光
宗
の
娘
で
あ
る
。
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
二
月
、

羽
柴
美

濃
守

秀
次

（秀
吉
の
異
父
弟
）
を
大
将
と
す
る
豊
臣
秀
吉

の
紀
州
攻
め
で
落
城
敗
退
、
再
び
立

つ
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。

定
之
は
下
津
町
塩
津
か
ら
四
国
阿
波

へ
逃
れ
た
と
も
、
九
州

の
　

　

一

ひ

う

が
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

つ
・，
ゆ
，
，
，
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｎ
ｉυ

日
向

へ
落
ち
延
び
た
と
も
、
ま
た

一
説
に
は
岡
山
の
備
，中

〃́「
に
属

　

　

一４

し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
定
之
を
祖
と
す
る
宮
崎
氏

の
子
孫

に
宮

崎
善
十
郎
家
　
石
井
七
兵
衛
門
家
、
宮
崎
六
右
衛
門
家
な
ど
が
あ

ス
υ
。

０
春
働
　
定
秋
の
弟
春
定
の
子
で
あ
る
。
左
衛
門

尉

と
号
し

た
。
宮
崎
落
城
後

出

家
し
て
新
堂
に
寺
を
建
て
永
禄
年
間

（
一
五

五
八
～
六
九
年
）
法

名

の
本
光
院
寿
源
大
居
士
に
ち
な
み
本
光
寺

と
し
た
と
い
う
。
ま
た
春
角
を
宮
崎
定
之
の
子
と
す
る
説
も
あ
り
、

春
角
の
建
て
た
清

浄

庵
を
天
文
三
年

（
一
五
三
四
年
）
に
春
働
が

没
し
て
後
本
光
寺
と
号
し
た
と
い
う
。



寺
号
の
お
こ
り
と
さ
れ
ζ

・

０
将
軍
遭
湖
裁
曜
か
ら
２
警
ぴ
乱

港
町
の
極
楽
寺
に
室
町
幕
府
■
最
後
の
将
軍
足
利
義
昭

（
天
正

元
年

一
五
七
三
年
七
月
織
田
信
長
に
よ
り
義
昭
京
都
よ
り
追
放
さ
れ

幕
府
滅
亡
）
か
ら
宮
崎
次
郎
に
ぁ
て
た
御
ぷ
卦
串
（
将
軍
か
ら
下
し

た
内
緒
の
書
状
）
が
残
さ
れ
て
ぃ
る
。

（訓
み
下
し
）

し
ょ
ろ
う
に
ん
さ
か
い
　
　
い
た
　
　
ち
ゃ
く
が
ん
　
　
よ
し
　
・
「一臓）ぅ

諸
牢
人
堺
に
至
り
着
岸
の
由
ゝ
傷

脇
配
義
儀ぎ
に
候
鵡
叫
　
こ群
とく
乱
難
す
千
く
候

獄
度と
話
に
億
せ
鰤
目め
を
鮮
て
，秘
ぅザ
儲̈
多躯
っ^に
輌
し
謝
じ
時じ
配
を
移
さ

ず
変
陽
せ
じ
め
　
範
載
一っに
ぬ棚
ず可べ
き
事
　
鵬
一耐
ょ妻
びん
頭
候

則
ち
牌
肝
町
諄
ぅ♯
っ
駐
盤
る
一
感
り獣
を
一・・』メ
つ候
梨
っ　
概
用
は

此
時
に
候

な
お
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

あ
ん
　
　
え
ん
ぜ

つ
　
　
べ
く
　
　
ぃ
拘

猶
負
庵

（
愚
庵
）
演
説
す
可
候
ｔ

七
月
廿
四
日

足
利
義
昭

〔
Ⅲ̈
〕̈

宮
崎
次
郎
ど
の

| ｗ
を
」
ん
だ
（六
ｌ
②
参
照
）。　
　
　
　
没
し
て
後
本
光
寺
と
号
し
た
と
い
う
。

将軍義昭の御内書

ケ
ん
み

一ヽ
〓
　
　
・　
´

，
１‐
　
　
一
　
ザ∵
・　
●
　
‐
ヽ
・　
・
‐

，
■
■
●

一紹
一韓
一ａ
″
】̈瞥
一一争
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下
剋

上

（下
位
の
者
が
上
位
の
者
の
地
位
や
権
力
を
犯
す
こ
と
）

の
世
の
中
の
代
表
的
な
人
物
と
さ
れ
、
主
君
管
領
細
川
晴
元
に
代

わ

っ
て
勢
力
を
得
、
近
畿
四
国
八
か
国
を
領
有
し
た
三
好
長
慶
の

死
後
、
そ
の
子
長
逸
　
政
康
　
友
通
の
三
好
二
人

衆

（
御
内
書
で

は
諸
牢
人
）
が
元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
年
）
七
月
二
十

一
日
に
四

国
の
阿
波
か
ら
摂
津

（
大
阪
）
に
入
り
、　
一
方
三
好
長
慶
の
娘
を

妻
に
し
た
松
永
久
秀
も
七
月
二
十
五
日
、
山
城

（
京
都
）
か
ら

河
内
に
兵
を
進
め
て
き
た
の
で
、
将
軍
義
昭
は
こ
の
状
況
を
宮
崎

次
郎
に
知
ら
せ
、
畠
山
氏
の
被
官

（
直
属
の
家
来
）
で
あ
る
遊
佐

河
内
守
信
教
ら
と
相
謀

っ
て
三
好
軍
を
討

つ
よ
う
発
し
た
命
令
書
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
次
郎
は
誰

で
あ
る
か
。
定
秋
は
小
次
郎
と
称
し

た
が
こ
の
年

に
は
す

で
に
亡
く
、
次
郎
を
定
秋

の
次
男
　
次
郎
真

近
と
し
た
場
合
、
長
男

で
あ
る
兄
定
之
を
さ
し
置

い
て
こ
う
し
た

書
状
を
出
す
だ
ろ
う
か
。
系
譜
に
出
な

い
次
郎
真
近
　
今
後
の
研

究
課
題
で
あ
る
。

側

落
城
後
の
宮
崎
氏

０
落
城
後
の
系
譜
０
　
宮
崎
善
十
郎
家
の
系
譜
を
た
ち
ば
な
の

里
よ
り
引
用
さ
せ
て
も
ら
お
う
。

元
禄
五
年

初
め
て

地
士
と

高
野
山

当
国
御

家
中
住

定
之

定
清
次
融
衛

忠
太
夫

な

る

ハヽ
ン
０
で

定
遠
―

定
重

〓

重

父
定
遠
　

―

定

兼

―

定

恒

清
左
陥

とメ
〓ェ
一養
子
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

地
士
相
続

善
十
郎

定
朝
圭暉
‐
―
―

定
石
圭岬
―

定
房

羊̈
野

定
密

徹
防
―
―

定
安

主岬

―
―

０
忠
太
夫
六
十
人
者
地
士
に

（高
野
山
騒
動
）

こ
の
家
系
で
定
之
の
孫

忠

太
夫
が
元
禄
五
年
は
じ
め
て
地
士
と

な
る
と
あ
る
。
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
年
）
六
月
高
野
山
騒
動
が

起
き
た
時
、
忠
太
夫
が

悴

と
下
人
十
二
人
を
連
れ
橋
本

へ
出
張

っ

て
い
る
。
高
野
山
騒
動
と
は
、
高
野
山
に
は
教

学
を

修

得
し
た
学

間
僧
で
あ
る
学
侶
と
、

そ
の
下
に
あ

っ
て
雑
務

に
た
ず
さ
わ
る

行

人
及
び

聖

の
三
集
団
が
あ

っ
た
が
、
伝
統
を
固
辞
し
よ
う
と
す

る
学
侶
方
と
古
来

の
し
き
た
り
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
行
人
が

（落
城
）

武
兵
衛

騒
動
出
張
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衝

突
を
お
こ
し
た
。
藩
で
は
口
六
郡

（
海
部
　
名
草
　
那
賀
　
伊

都
　
有
田
　
日
高
）
の
地
士
や
大

庄

屋
共
八
十

一
人
を
橋
本
に
集

め
、
下
山
す
る
僧
徒
に
そ
な
え
た
。
有
田
市
内
で
は
宮
崎
忠
太
夫

の
ほ
か
滝
川
原
村
の
宮
本
次
郎
八
、
宮
本
五
太
夫
　
須
谷
村
の
伊

藤
十
二
郎
の
六
十
人
者
の
ほ
か
、
新
堂
村
の
宮
崎
六
之

丞
　
北
湊

村
の
山
本
万
兵
衛
な
ど
が
出
張

っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
　
行
人
五

二
〇
人
　
聖

一
〇
七
人
が
離
島

へ
流
罪
に
な
り
、
山
外
追
放
三
三

五
人
　
九
〇
二
か
寺
が
潰
寺
と
な

っ
た
事
件
で
あ
る
。

０
善
十
郎
遠
見
番
を

（浦
組
）

こ
の
家
系
で
は
定
重
よ
り
善
十
郎
を
襲
名
し
　
そ
の
子
孫
は
古

江
見
に
住
ん
だ
。
紀
州
藩
が
海
防
と
警
備
の
た
め
に
設
け
た
浦
組

は
、
寛
永
年
中

（
一
六
二
四
～
四
四
年
）
よ
り
制
定
さ
れ
た
と
い

う
。
文
化
八
年

（
一
八

一
一
年
）
二
月
、
則
岡

十

左
衛
門
の
手
記

に
よ
る
と
、
「
浦
組

は
寛
永
年
中
よ

り
御
定
が
あ
り
、
藩
主
吉
宗

の
代

の

正

徳
五
年

（
一
七

一
五
年
）

に
改
正

さ
れ
た
が
そ
の
後
年
月
も
経
た
上
に

当

初

の
目

的

の

一
つ
で
あ

っ
た

切
支
丹

（
キ
リ

ス
ト
教
）
船

の
取
締

り
の
必
要
も
な
く
な
り
、
外
国
船

の

来
航
も
多
く
な

っ
て
き
た
の
で
本
年

る
学
侶
方
と
古
来

の
し
き
た
り
を
打
破
し
よ
う
と
す

る
行
人
が

御
定
の
増
補

（補
い
ふ
や
す
こ
と
）
が
あ

っ
た
」
と
あ

っ
て
、
そ

の
内
容
に
、
　
一
、

狼
煙
場
は
小
豆
島

の
宮
崎

の
鼻

に
、
　
一
、

遠
見
番
所
は
宮
崎
浦
に
、
番
人
と
し
て
宮
崎
善
十
郎
と
富
山
幸
十

郎
　
一
、
固

場
と
し
て
北

湊

村

へ
鉄
砲
係
南
村
六
十
人
者
則
岡
十

左
衛
門

（六
―
り
参
照
）
云
々
の
記
録
が
あ
る
。
組
織
は
嘉
永
七

年

（
一
八
五
四
年
）
宮
崎
ノ
鼻
を
オ

ロ
シ
ヤ
船
が
通
過
し
た
騒
ぎ

を
ピ
ー
ク
に
前
後
四
回
改
定
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
崎
善
十
郎
と
富

山
幸
十
郎
の
遠
見
番
所
勤
め
は
か
わ

っ
て
い
な
い
。

０
善
十
郎
　
藩
主
宗
直
に
お
目
見

右
よ
り
前
の
享

保
七
年

（
一
七
三
二
年
）
十
月
、
七
代
藩
主
徳

川
宗
直
が
熊
野
参
詣

の
途
次
、
宮
原

の
道
村

で
地
士
や
六
十
人
者

大
庄
屋
な
ど
に
引
見
が
行
わ
れ
、
善
十
郎
が
地
士
遠
見
番
と
し

て
悴

藤
十
郎
と
共
に
お
目
見

（
藩
主
が
直
接
あ
う
こ
と
）
が
許
さ

れ
て
い
る
。

ノ
イ

ー
　

　

ノ

「

ノ

´

一７

、
　

下
亡

一
一
　

′
Ｃ

　

一

一

一
イ

■

／

ｒ

ｒ

Ｌ

．
プ

＾
　

、
ι

　

　

　

コ

′

フ

ス

　

　

　

■

・
”
↓

■

■

７

“

Ｆ
卜

Ｌ

キ

十
ロ

ｌ

ｔ

‐
　

Ｃ

．
´
　

．
Ｉ

Ｃ

　

一
Ｃ

´
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０

宮
崎
六
右
衛
門
地
士
と
り
た
て

前
記
０
の
記
録
の
中
で
宮
原
南
村
外

堤

際

（
有
田
川
渡
し
場

の

あ
た
り
か
）

で
新
堂
村
六
十
人
者
宮
崎
六
右
衛
門
も
お
目
見
が
か

な

っ
て
い
る
。

０
六
十
人
者
地
士
に
つ
掛
て

徳
川
頼
宣
が
元
和
五
年

（
一
六

一
九
年
）

に
藩
主
と
し
て
入
国

す
る
と
家
老
安
藤
帯
刀
に
命
じ
て
領
内
の
名
家
や
筋
目
の
者
の
由
緒

な
ど
を
調
査
さ
せ
、
元
和
七
年

（
一
六
二

一
年
）

に
こ
の
中
か
ら

六
十
五
人
を
選
び
地
士
に
取
り
立
て
在
村
の
ま
ゝ
五
十
石
を
給
し
て

藩
士
と
し
て
遇
し
た
。

こ
れ
は
名
門
や
土
豪

の
心
を
や
わ
ら
げ
る

と
共
に
城
下
を
離
れ
た
地
方
の
治
安
に
備
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
地
士
は
日
頃
は
村
に
あ

っ
て
農
を
営
む
が

一
朝

事
あ
る
場
合

は
士
分
と
し
て
出
陣
し
、
年
賀
や
藩
主
が
家
督
相
続
し
た
折

に
は

お
目
見
が
許
さ
れ
た
。

正

保
二
年

（
一
六
四
五
年
）
藩
財
政

の
き

び
し
さ
と
頼
宣
の
家
臣
団

強

化
策

へ
の
幕
府

の
嫌
疑

に
よ
り
、
地

士
の
新
規
召
出
し
を
止
め
る
と
共
に
知

行

は
取
り
上
げ
ら
れ
た
ｃ

し
か
し
士
分
は
そ
の
ま

ゝ
で
あ

っ
た
た
め
、

こ
の
株

の
売
買
も
行

わ
れ
た
り
し
て
人
数
は
増
え
天
保
十
二
年

（
一
八
四

一
年
）

に
は

紀
州
だ
け
で
も
五
四
〇
人
　
一勢
州
で
三
八

一
人
に
も
な

っ
た
。

元
禄
十
三
年

（
一
七
〇
〇
年
）
の
書
付

（
六
十
人
者
覚
書
）
に

よ
る
有
田
郡
内
の
六
十
人
者
は
次
の
十
六
人
で
、

〔
〕
は
そ
れ
よ

り
前
の
元
和
年
代

一
六

一
五
～
二
三
年
の
も
の
で
あ
る
。

広
柳
瀬
村
　
　
池
永
太
兵
衛

広
村
　
　
　
　
吉
田
喜
右
衛
門

右
は
宝
永
四
年
の
津
波
以
後
宮
原
南
村

（
現
新
町
）

へ
移
り
、

そ
の
子
孫
は
南
安
の
屋
号
で
近
郷
に
聞
こ
え
た
農
商
を
営
む
豪

家
で
あ
り
、
寛
政
～
安
政
に
か
け
て
の
歌
人
吉
田
安
年
、
西

法
寺
を
独
力
で
建
立
し
た
吉
田
秋
久
が
出
た
家
柄
で
あ
る
。

山
保
田
村
　
　
保
田
博
八

田
殿
尾
中
村
　
花
光
小
十
郎

〔
同
上

〕

（蔭
山
）

尾
中
村
　
崎
山
九
郎
右
衛
門

〔
同
上

〕

（蔭
山
）

長
田
村
　
崎
山
八
右
衛
門

〔
同
上

〕

（
蔭
山
）

田
口
村
　
田
口
平
之

丞

〔
平
太
夫

〕

（蔭
山
）

糸
我
須
谷
村
　
伊
藤
重
二
郎

宮
原
東
村
　
　
宮
井
善
助

道
村
　
　
宮
本
太
左
衛
門

〔
同
上

〕

（
久
納
）

滝
川
原
村
　
則
岡
利
兵
衛

〔
理
兵
衛

〕

（
久
納
）

同
　
　
　
宮
本
九
右
衛
門

〔
同
上

〕

（久
納
）

同
　
　
　
宮
本
次
郎
八

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
宮
本
清
右
衛
門

〕
（蔭
山
）

宮
崎
新
堂
村
　
　
宮
崎
六
右
衛
門

〔
同
上

〕

（芦
川
）
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わ
れ
た
り
し
て
人
数
は
増
え
天
保
十
二
年

（
一
八
四

一
年
）
に
は

紀
州
だ
け
で
も
五
四
〇
人
　
勢
州
で
三
八

一
人
に
も
な

っ
た
。

同

宮
崎
新
堂
村

〔
宮
本
清
右
衛
門

〕
（蔭
山
）

宮
崎
六
右
衛
門

〔
同
上

〕

（
芦
川
）

保
田
辻
堂
村

田
村

右
の
十
六
人

（藩
で
は
六
十
五
人
）
は
そ
れ
ぞ
れ
与
力
と
し
て
、

十
二
人
の
大
番

頭

に
分
属
し
た
。
下
段
の

（
　
）
は
大
番
頭
蔭
山

土
佐
、
久
納
三
郎
左
衛
門
、
芦
川
権
太
夫
で
あ
る
。
与
力
の
配
下

に
鉄
砲
同
心
五
人
が
配
さ
れ
た
。

０
宮
崎
氏
先
祖
書
０

寛
政
八
年

（
一
七
九
六
年
）
宮
崎
勘
兵
衛
が
書
き
上
げ
た
宮

崎
家
先
祖
書
の
要
点
を
現
代
文
で
掲
げ
て
み
よ
う
。

宮
崎
家
先
祖
書

姓
藤
原
本
国
紀
州
　
有
田
郡
井
関
村
六
十
人

生
国
紀
州
　
　
　
　
　
宮
崎
勘
兵
衛

一
、
先
祖
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
ピ
句
庫ご
之の
郷

一
、
賓
方

中

将

の
後
胤
宮
崎
隠
岐

守
定
之
の
二
男
で
有
田
郡

新
堂
村
に
住
居
し
て
い
る
。
嫡

子

（
跡
と
り
）
六
兵
衛
が

天
文
六
年

（
一
五
三
七
年
）
に
死
に
、
嫡
子
宮
崎

忠

太
夫

が
家
督
相
続
し
た
と
こ
ろ
、
天
二
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）

太
閤
秀
吉
公
南
国
へ
入
来
の
節
　
本
家
が
同
時
に
没
落
し

て
そ
れ
よ
り
浪
人
と
な
り
新
堂
村
に
住
ん
で
い
る
。

御
前
博
六

〔
伊
兵
衛

〕

（蔭
山
）

森
　
勘
八

〔
茂
兵
衛

〕

（蔭
山
）

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
六
右
衛
門

一
、
元
和
五
来

年

（
一
六

一
九
年
）
南

龍

院
様

（初
代
藩
主
徳

よ
り
の
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け

か

ろ
う
　
　
　
　
た
て
わ
き

川
頼
宣
）
御
入
国
な
さ
れ
た
時
、
付
家
老
安
藤
帯
刀
殿
が

国
中
の
筋
目
の
者

（
家
柄
や
血
す
じ
の
よ
い
者
）
を
調
べ

撰
ば
れ
て
、
元
和
七
酉
年

（
一
六
二

一
年
）
六
十
人
に
召

出
さ
れ
、
お
切
米
六
十
石

（
五
十
石
の
誤
り
か
）
下
さ
れ
、

配
下
に
鉄
砲
同
心

（
与
力
と
し
て
の
六
十
人
者
の
下
の
役

人
）
五
人
ず

つ
お

預

り
し
て
支
配
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

一
、
六
右
衛
門
は
大
番

頭

衆

の
芦
川
権
太
夫
殿
配
下
の
与
力
を

仰
せ
付
け
ら
れ
、
出
陣
の
折
に
は
花
色
地
に
金
の
丸
　
自

身
の
姓
名
を
記
し
た
職

半
の
旗
指
物

（
二
尺
と
三
尺
の
割

合
で
作

っ
た
の
ぼ
り
次
の
⑥
常
楽
寺
の
項
参
照
）
を
持

つ

こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
時
の
召
連
れ
る
人
数
等
は
決
め
ら

れ
て
い
て
、

鎧

兜

に
馬
、
槍
、
五
人
の
鉄
砲
を
持

っ
た

配
下
以
外
の
者
を
召
連
れ
な
い
よ
う
　
六
十
人
仲
間
が
連
判

し
て
元
和
七
年
酉
年
極
月‐

（
十
二
月
）
二
十
八
日
起

請

文

（誓
い
の
文
書
）
を
差
し
上
げ
た
。

一
、
後

（
正

保
二
年

　
一
六
四
五
年
藩
財
政
逼
迫
そ
の
他
の
理

由
で
）
六
十
人
者
の
御
切
米
を
召
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
節

時
節
の
来
る
ま
で
は
他
国

へ
行

っ
た
り
せ
ず
ま
じ
め
に
在
居

す
る
よ
う
に
仰
せ
渡
さ
れ
た
。

御
目
通
り
は
こ
れ
ま
で
の
格
式
で
勤
め
た
。
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で
　
　
ノ

／角
ｒ・瀦
Ｚ
７
／

み
ユ
／

ノ

，

レ
ル
７

‐″

`r
，

ノ

ヽ

，
　

く
ヽ
〔

Ｊ

″
／
、
す
レ
ブ
ィン″
　
月
一
■
ア
ヽ
え
ｒ
ノ

ィ

ー
イ
′
　

，
，
，
′‥
Ｃ
　
‘

「
　

ヽ

ヽ
‘
‘

年
月
日
は
知
れ
な
い
が
六
右
衛
門
が
年
老
い
た
の
で
悴

六

右
衛
門
に
相
続
す
る
こ
と
を
御
願
い
申
し
上
げ
て
許
さ
れ
た
。

一
、
高
祖
父
　
　
　
　
宮
崎
六
右
衛
門

一
、
六
十
人

名

跡
を
相
続
し
た
。

封
山
様

（
二
代
光
貞
公
）
御
家
督
を
相
続
さ
れ
た
節
は
先

年
の
通
り
若
山
城
内
御
対
面
所
に
て
御
目
見
し
た
。

③
二
代
藩
主
光
貞
公
　
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
年
）
五

月
に
相
続
さ
れ
た
。

御
切
米
召
上
げ
ら
れ
た
後
も
藩
主
が
江
戸

へ
参
勤
の
節
は
藩

境
の
橋
本
あ
る
い
は
伊
勢
松
坂
ま
で
御
送
迎
し
た
。
そ
の

節
は
御
銀
御
米
を
頂
い
た
こ
と
が
度
々
あ

っ
た
。

一
、
右
の
御
代
に
御
猪
山

へ
お
成
り
の
節
罷
り
出
た
と
こ
ろ
御

銀
あ
る
い
は
御
扶
持
を
下
さ
れ
た
が
年
月
日
は
知
ら
な
い
。

一
、
曽
祖
父
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
六
右
衛
門

一
、
六
十
人

名

跡
を
相
続
し
た
。

一
、
高
野
山
騒
動
の
節
も
橋
本

へ
詰
め
た
こ
と
に
よ
り
御
銀
を

下
さ
れ
た
。

③
高
野
山
騒
動
　
五
ｌ
④
１
０
　
参
照

一
、
高
林
院
様
ご
家
督
相
続
さ
れ
た
の
で
御
城
に
て
先
年
の
通

り
御
目
見
し
た
。

（こ
三
代
藩
主
綱
教
公
　
元
禄
十

一
年

（
一
六
九
八
年
）

四
馬
相
続
さ
れ
た
。

一
、
有
徳
院
様
ご
家
督
相
続
さ
れ
た
の
で
御
礼
の
お
目
見
を
勤

め

た

。
③
五
代
藩
主
吉
宗
公
　
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
年
）
十

月
相
続
さ
れ
た
。

一
、
大
慧
院
様
ご
家
督
相
続
さ
れ
た
の
で
御
礼

の
お
目
見
を
勤

め

た

。
③
六
代
藩
主
宗
直
公
　
正
徳
六
年

（
一
七

一
六
年
）
五

月
相
続
さ
れ
た
。

一
、
祖
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
左
五
助

一
、
六
十
人
名
跡
相
続
し
た
が
、
勝
手
な
が
ら
御
願
い
申
し
上
　
　
７一

げ
て
御
口
前
役
所

へ
勤
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
一

③
御
日
前
役
所
　
六
１
０
　
参
照

菩
提
心
院
様
御
代
ま
で
相
勤
め
て
来
た
が
年
を
と

っ
た
の
で

お
役
御
免
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
。

一
、
菩
提
心
院
様
　
大
殿
様
　
御
二
方
様
御
家
督
相
続
お
目
見

を
お
城
で
相
勤
め
た
。

③
菩
提
心
院
　
七
代
藩
主
宗
将
公
　
宝
暦
七
年

（
一
七

五
七
年
）
七
月
相
続
さ
れ
た
。

大
殿
様
　
八
代
藩
主
重
倫
公
　
観
自
在
院
明
和
二
年

（
一
七
六
五
年
）
二
月
相
続
さ
れ
た
。



一
、
養
父
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
新
吉

一
、
六
十
人
名
跡
を
相
続
し
た
。

一
、
香
厳
院
様
御
家
督
相
続
の
御
目
見
を
御
城
で
勤
め
た
。

③
九
代
藩
主
治
貞
公
　
安
永
四
年

（
一
七
七
五
年
）
二

月
相
続
さ
れ
た
。

一
、
私
儀
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
勘
兵
衛

一
、
私
儀
去
る
寛
政
元
酉
年

（
一
七
八
九
年
）
宮
崎
新
吉

の
養

子
願
出
を
許
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
六
十
人
名
跡
を
相
続
し
た
。

一
、
殿
様
御
家
督
相
続

に

つ
き
お
城

に
て
先
年
通
り
御
目
見
を

勤
め
た
。

③
十
代
治
宝
公
　
舜

恭

院
　
寛
政
元
年
十
二
月
相
続
さ

れ
た
ｃ

右
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　

　

以
上

寛
政
八
年
辰

（
一
七
九
六
年
）
六
月

有
田
市
誌

に
は

「
こ
の
宮
崎
六
右
衛
門

の
子
孫
が
宮
崎
善
十
郎

家
で
あ
る
と
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
先
祖
書
も
前
述
０
１
０
落
城
後
の
系
譜
０
と
比
較
で
き
る
よ
う

次
の
よ
う
に
書
き
改
め
て
み
る
。

宮
崎
氏
の
系
譜
０

定
之
―

兵
庫
之
佐
―

―

六
右
衛
門

落
城
　
　
　
定
之
二
男
　
　
　
　
　
　
　
元
和
七
（
一
六
二

一
）

忠
太
夫
家
督
相
続
　
　
　
　
六
十
人
召
出
　
　
．

天
文
六
（
一
五
三
七
）

天
正
十
二
（
一
五
八
五
）

落
城

・
浪
人

新
堂
村
ヘ

六
右
衛
門
―

―

六
右
衛
門
―

左
五
助

ヽ
ン
る
で

寛二六
文代十
七光人
2貞相
十公続
全お

虹利
士
口
六
十
人
相
続

九
代
治
貞
公
お
目
見

安
永
四
（
一
七
七
五
）

六
十
人
相
続

・目
見
　
　
高
野
山
騒
動
差
向

（
七
）
　

一二
代
綱
教
公
お
目
見

元
禄
十

一
（
一
六
九
八
）

五
代
吉
宗
公
お
目
見

宝
永
二

（　
一
七
〇
五
）

六
代
宗
直
公
お
目
見

正
徳
六
（
一
七

一
六
）

勘
兵
衛

新
吉
養
子

六
十
人
相
続

十
代
治
宝
公
お
目
見

寛
政
元
（
一
七
八
九
）

寛
政
八
（
一
七
九
六
）

先
祖
書
書
上

六
十
人
相
続

日
前
役
所
勤
め

七
代
宗
将
公
お
目
見

宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

八
代
重
倫
公
お
目
見

明
和
二
（
一
七
六
五
）
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は

た

さ

し

も

の

０

常
楽
寺
の
旗
指
物

常
楽
寺
に
は
宮
崎
城
主
が
用
い
た
小

職

（
招
き
旗
と
も
い
う
。

戦
の
と
き
押
し
進
め
る
職

旗
の
上
に
と
り
つ
け
る
小
さ
な
流
れ
旗
）

が
三

流

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
縫
い
合
わ
し
て
宮
崎
出
雲
守

（雲
秀
）
の
持
仏
と
さ
れ
た
聖

観
音
像
を
ま
つ
る
境
内
の
観
音
堂
の

大
戸

帳

（厨
子
な
ど
の
前
に
か
け
た
と
ば
り
）
と
し
て
転
用
し
て

き
た
。
同
寺
の
古
文
書
で
あ
る
森
羅
万

象

録
に

「
日
の
丸
に
宮
の

字
が

つ
い
た
内
仏
の
戸

帳

が

一
懸
あ
る
。

こ
れ
は
宮
崎
受
察
禅
門

招
き
旗

職
旗

で
の
目
じ
る
し
の
小
旗
）
と
す
る
方
が
適
当
で
は
な
い
か
と
い
う
。

絹
地
の
も
の
で
現
在
は
三
流

を

一
舗
に
縫
い
合
わ
せ
て
い
る
が
、

一
流

の
大
き
さ
は
長
さ

一
二
七
考
研
　
幅
四
〇
多
層
の
大
き
さ
で

あ
る
。
左
記
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
の
丸
と
宮
の
字
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
印
章
と
を
型
で
押
し
た
こ
の
旗
は
ま
さ
に
宮
崎
氏
の
軍

旗
と
も
い
え
よ
う
か
。

旗
指
物
三
流

（
雲
秀
）
が
寄
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
近
年

（平
成
十
年
十
二
月
）
県
立
博
物
館
の
高
橋
修
先
生
の
調
査
報
告
に

よ
る
と
、
小
職

（
招
き
旗
）
よ
り
も
旗
指
物

（
背
に
さ
し
た
戦
場

ノ

一一・一一一一一一嬌一一一一一一一一一一一一一
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田
定
直
は
三
男
―

‐宮
崎
氏
の
系
譜
国

宮
崎
氏
の
系
譜

四
　
③
は
筆
者
に
よ
る

天
正
十
二
年
亡

成
川
主
水
兼
行

二
所
害

③
宮
崎
落
城
記
に
出
る

紀
伊
続
風
土
記
の
旧
家
宮
崎
善
十
郎

の
と

こ
ろ
で
、
宮
崎
二
郎

右
衛
門
定
直
は
宮
崎
隠
岐
守
定
秋

の
三
男
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
系
譜
四
に
よ
る
と
、
定
直
に
は
定
之
を
長
兄
と
し
て
七
人
の

男
兄
弟
が
い
て
、
定
直
は
紛
れ
も
な
く
三
男
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
年
譜
に
も
先
述
の
次
男
　
次
郎
真
近
や
吉
次
の
手
記
に

出
る
長
男
善
二
郎
、
定
直

の
姉

（
小
藤
）

の
名
、
及
び
定
之

の
娘

で
後
述
の
則
岡
甚
兵
衛
久
宗
の
妻
と
な
る
人
は
い
な
い
。

定

秋

定
之
辞
醐
鞠
銅
噸

房

行
女
子
御
露
　
殿
本
耀
綱
費

③
宮
崎
落
城
記
に
は
霞
と

あ
り
賞
は
室
の
誤
り
か

（左
）
在
貴
志
五
良
左
ヱ
門

寛
永
九
年
十
二
月
七
日
卒

首
』
三
良
右

工
門

博

博
右
衛
門

官
ネ
善
郎
又
は
治
左
衛
門
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平
宣
示
石
井
藤
十
郎

レ」
・
こ
石
井
卜
号
シ
天
正

リ
ノ
．５

十
二
年
新
堂
ノ

女
子

光
則
原
三
太
夫

幕
〈ウ
」
出
家
住
善
福
寺

．，　
く　
③
仏
願
寺
の
前
身
か

帝
ビヽ又
博
右
衛
門

女
子
工
椿

平
饉
員
作
兵
衛

長

道

石
井
七
左
衛
門

―

高
野
山

ニ
テ
討
死

③
史
実
小
説
宮
崎

落
城
記
に
出
る
、

左
衛
門
と
号
す



_二_
ハ

ヽ

則

岡

家

の
人

び

と

則岡家の墓 (円満寺)

Ｆ
‐
一彙
譜
爆
石
井
七
左
衛
門

―

―



宮
崎
定
直

の
姉
が
嫁
ぎ
、
宮
崎
城
落
城

の
後
定
直
が
小
坂
家

へ

養
子
に
行
く
ま
で
過
ご
し
、
ま
た
大
阪

の
陣
か
ら
宮
原

へ
帰

っ
て

再
び
谷
川

へ
帰
る
こ
と
な
く
過
ご
し
た
則
岡
家
と
は
ど
ん
な
家
で
あ

っ

た
の
か
。
現
在
子
孫
は
在
住
し
て
お
ら
ず
旧
記
に
頼
る
以
外
に
方

法
は
な
い
が
、

こ
こ
に
出

て
く
る
人
び
と
も
ま
た
定
直
に
と

っ
て

う

え

ん

有
縁
の
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。

の
子
を
小
次
郎
則
綱
と
い
ふ
　
領

所
宮
原
の
荘

に
居
住
す
　
文
安

二
年

（
一
四
四
五
年
）
畠
山
氏
岩
室
城
を
築
き
し
時
　
城
中
の
政

務
を
行
ふ
則
綱
の
子
左
近

将

監

（
左
近
衛
府

の
役
人
）
久
明
は

畠
山
尾
張

守

政
長
に
仕
ふ
　
久
明
の
子
治
部

少

輔

（治
部
省
の
次

官
）
長
久
　
自
田
山
政
能

（政
尚
）
同
尾
張

守

高
政
に
仕

へ
て
泉

州

（和
泉
国
）
堺
に
於
て
義
興

（大
内
氏
）
を
打
取
り
大
内
家
の
系
図

を
奪
う
　
又
河
内

（河
内
国
）
落
合
合
戦
　
摂

州

（
摂
津

の
国
）

芥

川
舎
琳
寺
等
に
て
数
度
の
軍
功
あ
り
　
長
久
の
子
を
伴
左
衛
門

の
こ
う^
０
さ
しげ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
げ
　
ゅ
　
ざ
　
ぇ
も
ん
　
　
あ
ら
た

尉

久
榮
と
い
ふ
　
後
勘
解
由
左
衛
門
と

改

む
　
始
め
て
則
岡
を

氏
と
す
　
父
久
長
と
共
に
戦
功
あ
り
　
久
栄
の
子
を
勘
解
由
左
衛
門

の
ご
よう
さ
だ
０
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
は
つ　
　
　
　
じ
ょう
き
ょう
に
ゅう
ど
う

尉

貞
久
と
い
ふ
　
剃
髪
し
て
浄

教

入

道
と

い
ふ
　
又
畠
山
家

に
仕

へ
て
軍
功
あ
り
　
則
綱
よ
り
貞
久
ま

で
五
代
宮
原
荘
中

に

若

干

の
知

行

（
領
地
）

あ
り
し

に
後
河
州

（
河
内
国
）

八
尾

久
宝
寺
村
に
て
替
地
を
賜
は
る
　
貞
久
の
子
を
甚
兵
衛
久
宗
と
い
ふ

畠
山
左
衛

門

佐

定
政

（
貞
政
）

の
時
岩
室
城
落
城
せ
し
後

故
あ
り
て
大
和
大
納
言
秀
長

卿

（
豊
臣
秀
吉
の
異
父
弟
で
郡

山
城

主
）
に
仕

へ
　
後
本
国

（
有
田
）

に
帰

っ
て
浪
人
と
な
る
　
其
子

孫
南

龍

公

（
紀
州
初
代
藩
主
徳
川
頼
宣
公
）

の
時
　
六
十
人
地
士

と
な
る
と
い
ふ
」

右
を
次
の
②
以
下
に
の
べ
て
い
く
則
岡
家
系
譜
と
比
較
す
る
の
に

便
利
な
よ
う
に
図
示
し
て
み
る
。

は０

紀
伊
続
風
土
記
で
み
る
則
岡
家

紀
伊

続

風
土
記

（
江
戸
時
代
の

一
八
Ｃ
四
～

一
八
三
九
年
に
か

け
て
紀
州
藩
が
編
さ
ん
し
た
紀
伊
国
の
地
誌
）
の
南
村

の
項
に
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
ふ
り
が
な
及
び

（
　
）
は
筆
者
に

よ
る

注

釈

で
あ
る
。

旧
家
　
　
則
岡
利
兵
衛

「
家
伝
に
い
ふ
　
左
馬
頭

（
奈
良
平
安
時
代
、
諸
国
か
ら
集
ま

る
馬
の
調
習
な
ど
を

つ
か
さ
ど
る
役
所

の
長
官
、
左
馬

寮

と
右
馬

寮

が
あ

っ
た
）

橘

正
儀

の
子
河
内
二
郎
正
則
の
裔

（
子
孫
）
な

り
　
正
則
南
北
和
睦

（
南
北
朝
時
代

の
戦
乱
の
終
結

　

一
三
九
二

年
の
南
北
朝
合

一
）
の
後
　
足
利
義
満
公

（
室
町
幕
府
三
代
将
軍
）

の
管
領

（
将
軍
の
補
佐
役
）
畠
山
右
衛
門

佐

基
国

に
仕
ふ
　
正
則

_工…
ヽ
ヽ

ヽ

′

則
岡
家
の
人
び
と
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橘
氏

河
内
二
郎

正
則
１

／１

畠
山
基
国

に

仕

ふ
勘
解
由

左
衛
門
尉

久
栄
―

―
―

則
岡
姓
と
な
る

浄
教
入
道

小
次
郎
　
　
　
　
左
近
将
監

則
綱
―
―
―
―
久
明
―

宮
原
に
住
む

　

　

畠
山
政
長
に

褥・́′げ
げ
―
―

甚
兵
衛

久
宗

０

畠
山
氏
と
高
家

（位
階
。
高
家
）

則
岡
家
は
玖
塔
の
代
に
な

っ
て
は
じ
め
て
則
岡
姓
を
名
乗
り
、

そ
れ
ま
疑
詭
′
胤
な嫌
で
あ

つ
た
。
代
々
畠
山
氏
の
被ひ
常
と
し
て
活

躍
し
た
家
柄

で
ぁ
っ
た
の
で
、
そ
の
筋
目
の
良
さ
を
認
め
ら
れ
六

十
人
者
に
召
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
畠
山
氏
の
略
系
図

を
付
記
し
、
岩
室
落
城
の
前
の
宮
崎
庄
周
辺
の
土ど
一発
の
勢
力
と
、

落
城
の
前
後
の
主
な
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

微び

畠
山
氏
は
紀
〃
の
守
護
で
あ
っ
た
が
名
の
み
で
、
実
勢
力
は

ゎ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

◎
宮
崎
氏
　
ど
崎

麟
っ内
七
カ
村

（北
湊
　
箕
島
　
新
堂
　
小
豆

島
　
古
江
見
　
山
地
　
野
）
三
千
石
。
居
城
は
野
村
の
宮
崎
城

◎
貴
志
氏
　
燦
田
嵐
．ぽ
五
カ
村

（
千
田
　
星
尾
　
辻
堂
　
山
田

原
　
中
島
）
房
殿
庄
十
三
カ
村
の
半
分
、
浜
中
庄
塩
津
。
居
城

は
辻
堂
の
保
刃
城
。
五
千
石

◎
畠
山
氏
　
宮
原
庄
内
六
カ
村

（
滝
　
滝
川
原
　
畑
　
道
　
南

東
）
糸
我
庄
三
カ
村

（
中
番
　
西
　
須
谷
）
藤
並
庄
十

一
カ

村
、
田
殿
庄
十
三
カ
村
の
半
分
。
居
城
は
岩
室
城
。　
一
万
石
。

◎
神
保
氏
　
鳥
屋
城
。
七
千
石
。

◎
白
樫
氏
　
湯
浅
城
。
二
千
石
ｃ

Ｏ
湯
川
氏
　
広
城
。
　

二
万
五
千
石
。

右
の
う
ち
神
保
氏
や
白
樫
氏
は
豊
臣
方
と
内
応
し
て
い
た
の
で
岩

室
城
の
落
城
が
早
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

系
譜
中
の
畠
山
政
尚
別
名
政
能
は
本
書
の
各
所
に
名
の
出
る
人
物

で
あ
る
が
、
高
政

の
あ
と
を
受
け

て
永
録
年
代
か
ら
天
正
年
代

（
一
五
五
八
～

一
五
七
三
年
）
の
は
じ
め
に
か
け
て
岩
室
城
主
と
な
っ

た
。
次
の
城
主
昭
高
は
高
政
の
あ
と
を

つ
ぎ
河
内
高
屋
城
に
い
た

が
、
三
好
長
慶
と
織
田
信
長
に
攻
め
ら
れ
、
信
長
の
養
女
を
嬰
る

こ
と
で
信
長
と
和
議
し
た
が
、
天
正
四
年

（
一
五
七
六
年
）
被
官

で
あ
る
遊
佐
信
教
の
叛
に
あ
い
、
二
十
九
歳

の
若
さ
で
河
内
若
江

で
没
し
た
。
昭
高
没
後
政
能
は
再
起
し
て
家

の
復
興
に
努
め
た
が

本
意
な
ら
ず
宮
原
で
天

正

十
六
年

（
一
五
八
八
年
）
五
十
五
歳
で

没
し
た
。
最
後
の
岩
室
城
主
貞
政
は
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）

落
城
後
、
京
都
、
堺
、
高
野
山
等
を
転
々
と
し
て
逃
れ
、　
密

に
宮

原
に
舞
戻
り
前
田
に
住
ん
で
い
た
元
畠
山
家
臣
の
久
喜
掃
部
の
孫
弥

吉

（久
喜
和
夫
家
先
祖
）
に
し
ば
ら
く
か
く
ま
わ
れ
た
。
天
正
十

六
年

（
一
五
八
八
年
）
九
月
、
宮
原
を
出
て
摂
津

国

（
大
阪
府
）

仕
遮ゝ

岩
室
落
城

浪
人
と
な
る

治
部
少
輔

長高
政
に
仕
ふ

、卜
硬
だ
タ
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原
　
中
島
）
〓
〓
・三
二
一
三
て
下
三
半
分
、
浜
中
庄
塩
津
３
居
城

は
辻
堂
の
保
田
城
．
三
二
百

三
二
　

・
１
■
二

三
．

吉

（久
喜
和
夫
家
先
祖
）
に
し
ば
ら
く
か
く
ま
わ
れ
た
。
天
正
十

六
年

（
一
五
八
八
年
）
九
月
、
宮
原
を
出
て
摂
津

国

（
大
阪
府
）

植
長

長
経

政
氏

景
友

景
春

政

国

高
政
―

政
慶

（善
国
）

ひ

さ

政
尚

―

―
貞
政

―

―
政
信

（政
能
）

昭
高

た
の
み
）
摂
津
国
八
部
郡
で
三
百
石
の
采
地

（
領
地
）
を
も
ら
い
、

年
始
や
五
節
句
に
は
登
城
し
て
の
挨
拶
を
許
さ
れ
る
身
分
と
な
っ
て
、

子
孫
は
こ
れ
を
継

承

し
て
明
治
に
及
ん
で
い
る
。

基
玄
は
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
年
）
家
督
を

つ
ぎ
、　
従

四
位
上

の
Ｃ
ｌ
位
階
を
も
ら
い
民
部
大
輔
の
官

職
に
つ
い
た
。
延
宝
七
年

一一一一一」」　　　　　　　　一一」
一｝″（

小
平
野
庄
に
住
み
、
寛
永
十
八
年

（
一
六
四

一
年
）
二
月
に
八
十

五
歳
で
没
し
た
。
京
都
東
山
の
禅
林
寺
に
葬

ら
れ
て
い
る
。

・項
信
は
元
和
元
年

（
一
六

一
五
年
）
京
都
に
お
い
て
は
じ
め
て

≡
一　
家
康
に
会
い
、
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
年
）
十
月
江
戸
に
上

一出
緒
書
を

奉

っ
て
参
仕
を
請

い

（
参
上
し
て
仕
え
る
こ
と
を

持
国
―

―
義
就
―

―
義
照
―

―
義
英

／
　
　
　
　
　
　
　
　
（義
豊
）

持
長
　
／
稜
子

も

ち
と

み

　

　

　

　

″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
の
ぶ

持
富
―

―
政
長
―

―
尚
順
ヽ
尚
長

ン

イ
ト
山

ヽ

も
と

は
る
　

　

　

　

　

も
と
す
け

　
　
　
　
　
く

に
す
け
　
　
　
　
　
ま
さ
す
け

　
　
　
　
　
く

に
と
も

　
　
　

　
　

よ
し
は
る

基
玄
―

―
基
祐
―

国
祐
―

政
如
―

国
儒
―

義
玄
―
‐
―

―
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（
一
六
七
九
生
「）
五
月
、
高
家
）①
２
と
な

っ
て
三
百
石
の
加
恩
を
う

け
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
年
）
に
は
御
側
付

（
将
軍
の
側
近
く

仕
え
る
役
）
と
な
る
な
ど
栄
進
を
続
け
、
加
増
す
べ
て
五
千
石
を

知

行

（
土
地
を
支
給
さ
れ
る
）
し
た
。
元
禄
十
年
肝
煎
と
な
り
、

宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
年
）
七
十
五
歳
で
卒
し
た
。

①
ｌ
位
階
　
皇
族
で
な
い
諸
臣
で
は
最
高
の
正

一
位
か
ら
少
初
位

下
ま
で
二
十
階
あ
る
位
で
、
家
柄
で
な
く
個
人
に
授
与
さ
れ
功
労

に
よ
っ
て
昇

進
す
る
。
ま
た
本
書
の
五
ｌ
②
１
０
藤
原
伊
ヂ
の
項

に
あ
る
よ
う
に
位
階
に
相
当
す
る
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
基
玄
は

官
職
に
つ
い
た
と
す
れ
ば
従
四
位
上
の
位
だ
か
ら
民
部
省
の
長
官
民

部
大
輔
で
あ
る
。

Ｃ
２
高
家
は
奥
高
家
と
も
い
い
、
幕

府
の
儀
式
　
典
礼
　
朝
廷

へ
の
使
節

伊
勢
神
宮
や
日
光
東

照

宮

へ
の
代
参

な
ど
を

つ
か
さ
ど
り
、
室
町
時
代
以
来

の
名
家
　
武
田
や
畠
山
　
大
友
　
吉
良

な

ど

二
十

六

家

が

世

襲

し

た

。

忠

臣
蔵
で
有
名
な
吉
良
上
野

介

義
央

（
従
四
位
下
侍

従

）
は
典

③ l
i安下

五七桐

礼
に
く
わ
し
い
古
参
の
高
家
で
諸
大
名
に
は
悪

評

が
高
か
っ
た
。

江
戸
末
期
の
弘
化
五
年

（
一
八
四
八
年
申
歳
、
こ
の
年
は
嘉
永
元

年
で
も
あ
る
）

江
戸
、

日
本
橋
南

一
丁
目
　
須
原
屋
茂
兵
衛
が

出

版
し
た
袖

珍
武
鑑

（
そ
で
の
中
に
い
れ
て
持
ち
歩
く
こ
と
の
出

(0｀

ア菖
|(％

″

コ
Ｗ̈

．
御
高
家
衆

（袖
珍
武
鑑
）

（網
団
禦
暮
入
え

二
寝
丁
潟

師
熱
・
↓
へ
百
長
・

ず
ヤ
ー
ゥ
た、

０
に
押̈

′め
、
，
ザ
の
■

◇い
虫
日
常

◇
難

１

０
シ

鴛
鬱

、
リ
ン

【

ヽ
ノ
、
ヽ

．／
杉
ヽ

■

，↑マ

l‐ :

ポ1
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年

で
も
あ
る
）
江
戸
、

日
本
橋
南

一
丁
目
　
須
原
屋
茂
兵
衛
が

出

版
し
た
袖

珍
武
鑑

（
そ
で
の
中
に
い
れ
て
持
ち
歩
く
こ
と
の
出

来
る
小
型
の
本
で
、
江
戸
時
代
諸
大
名
の
氏
名

ｏ
居
城

・
知
行
な

ど
じ
る
し
た
書
物
。

毎
年
改
訂
さ
れ
た
。
こ
の
出
版
者
須
原
屋
は

湯
浅
町
栖
原
出
身
で
江
戸
時
代
日
本
有
数
の
製
本
屋
で
あ

っ
た
。

因

に
こ
の
本
は
た
て
７
考
房
　
よ
こ
１６
多
研
　
厚
さ
１
多
研
　

一

六
〇
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
）
に
御
高
家
衆
と
し
て
当
時
の
十
六
名
の
高

家
の
中
に
、
畠
山
長
門
守
と
畠
山
上

総

介
の
二
名
が
出
て
い
る
。

畠
山
長
門
守
は
従
四
位
上
侍
従
の
位
で
三
千
百
石
に
肝
煎
と
し
て

八
百

俵

（
三
二
〇
石
）
の
御
役

料

を
も
ら
い
、
江
戸
木
挽

丁

築

地
に
住
ん
だ
。
家
紋
は
五
七
桐
。

畠
山
上
総

介

は
従
五
位
下
の
位
で
五
千
石
、
江
戸
麻
布
市
兵
衛

丁

に
住
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　

袖

珍
武
鑑
で
老

中

・
若
年

寄
以
下
数
多

い
武
家
の
氏
名
の
中
で
、
位
階
を
記
さ
れ
て
い
る
の

は
御
高
家
衆
十
六
人
だ
け
で
あ
る
。

じ

ょ
う

き

ょ
う

に

ゅ
う

ど

う

″
言
つ

０

浄

教

入

道
と
爪
書
地
蔵
堂

熊
野
古
道
を
太
刀
の
宮
か
ら
更
に
下

っ
た
所
に
爪
書
地
蔵

（
有

田
市
指
定
文
化
財
）
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
二
間
四
方
の
堂
の
中
に

幅
四
麟
あ
ま
り
の
大
岩
が
あ
り
、
そ
れ
に
阿
弥
陀
如
来
と
地
蔵
菩

薩
の
二
尊
像
が
線
彫
さ
れ
て
い
る
。
伝
説
と
し
て
弘
法
大
師
が
熊

野
へ
参
詣
の
途
上
、
こ
こ
で
不
動
の
法
を
修
め
、
生
爪
で
石
面
に

彫
り
付
け
た
と
い
う
こ
と
か
ら
爪
書
地
蔵
の
名
が

つ
い
た
。
こ
の

ｒ

ｌ

，

〓

丁
”
■

¨
●
Ｉ
Ｌ
ヽ

中
‐
』
，

着
に豫
惨
や

爪
書
地
蔵
免
税
書

準ヽ
、珈
Ｊ冤
”ク

含́
´
ぞ
ル
、‐

負

イ、

燿

グ多
密

-55-

，
０
い
ハ
ゝ

ｆ

ヽ

写

″

Ｌ

Ｌ
｝矛
・‐
雄
ヽ

癬
披
χ
ソ
タ
４
晨
で

な
骨
寿

ず
ヽ
　

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

´

，
登
４
一′

ヽ

１
ノ

・

【

．

″

言

″



堂
宇
が
庚

成
年

（
天
文
十
九
年

一
五
五
〇
年
）
よ
り
十
四
年
間
破

損
し
た
ま
ゝ
に
な

っ
て
い
た
の
を
、
畑
村
中
の
者
が
心
を

一
つ
に

し
て
本
年
癸

亥

年

（永
禄
六
年

一
五
六
三
年
）
に
造
建
し
た
こ
と

を
岩
室
城
主
畠
山
政
能
が
聞
き
、
畑
の
里
の
畑

一
反
歩
の
年
貢
の

納
入
を
免
じ
、
こ
れ
を
永
代
寄
進
す
る
と
の
仰
せ
が
あ

っ
た
の
で
、

家
臣
の
則
岡

浄

教

入
道
貞
久
と
久
喜
又
太
郎
春
秀
が
こ
れ
を
執
達

（と
り
つ
ぐ
）
し
た
書
付
け
で
あ
る
。

当
下
畑
阿
弥
陀
堂
事
　
依
為
無
縁
所
　
庚
成
年

ヨ
リ
十
四
年
破
失

之
処
　
畑
村
中
各
志
ヲ
専

ニ
シ
テ
　
当
年
癸
亥
彼
堂
令
造
建
候
　
此

由
政
能
様
御
耳
二
入
候
之
処
　
雖
為
少
分
里
畑
之
内
壱
反
　
夏
秋
御

蔵
納
為
修
理
免
　
永
代
可
有
御
寄
進
之
旨
被
仰
出
候
也
　
働
為
後
日

執
達
如
件
永
禄
六
年
癸
亥
九
月
廿

一
日

則
岡
浄
教
入
道

貞
久

〔［ⅢШ〕

久
喜
又
太
郎

春
秀
∩̈
Ⅲ̈
〕

当
下
畑
御
百
姓
中

久
喜
掃
部
　
殿

執
達
人
浄
教
入
道
貞
久
は
則
岡
久
栄
の
子
で
左
近
勘
解
由
左
衛
門

のじ
ょう
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

尉

と
号
し
、
畠
山
政
能

（
政
尚
）
に
仕
え
た
が
三
十
四
歳
で
剃

髪
し
て
浄
教
入
道
と
称
し
た
。
文
禄
元
年

（
一
五
九
二
年
）
没
し

た
。久

喜
春
秀
は
又
太
郎
と
号
し
畠
山
氏
の
家
臣
で
そ
の
子
孫
は
宮
原

町
新
町
に
住
し
て
い
る

（久
喜
さ
か
え
氏
）
。

久
喜
掃
部
は
当
時
畑
村
の
百
姓
の
代
表
で
あ
り
、
こ
の
文
書
を
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を
岩
室
城
主
畠
山
政
能
が
聞
き
、
畑
の
里
の
畑

一
反
歩
の
年
貢
の

納
入
を
免
じ
、
こ
れ
を
永
代
寄
進
す
る
と
の
仰
せ
が
あ

っ
た
の
で
、

町
新
町
に
住
し
て
い
る

（久
喜
さ
か
え
氏
）ｃ

久
喜
掃
部
は
当
時
畑
村
の
百
姓
の
代
表
で
あ
り
、

こ
の
文
書
を

蔵
し
て
い
る
久
喜
和
夫
家
の
先
祖
で
あ
る
ｃ

側

則
岡
家
先
祖
書
日

（御
回
前
所
）

宮
崎
六
右
衛
門
家
同
様
　
則
岡
家

の
先
祖
に
つ
い
て
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
年
）
則
岡
与
吉
が
書
上
げ
た
先
祖
書
が
あ
る
の
で
、
要

点
を
現
代
文
で
掲
げ
て
み
よ
う
。

姓
橘本
国
紀
州
　
有
田
郡
滝
川
原
村

生
国
紀
州
　
六
十
人
　
則
岡
与
吉

一
、
先
祖
　
　
　
　
　
　
　
　
則
岡
勘
解
由
左
衛
門

尉

久
栄

一
、
代
々
宮
原

に
住
ん
で
い
た
が
、
畠
山
殿
が
管
領
と
し
て
紀

州

へ
こ
ら
れ
て
以
来
畠
山
殿

に
属
し
六
人

の
沙
汰
人

（
代

表
的
な
家
臣
）
と
号
し
、
諸
事
の
政
務
を
し
た
。

一
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
秀
吉
公
当
国
入
来

の
節

畠
山
玄
心
殿

（
畠
山
貞
政
か
）
が
岩
室
城
没
落

の
後
は
浪

人
と
な

っ
た
が
、
音

の
通
り
地
士
と
し
て
宮
原
に
居
住
し

た
。
玄
心
殿
が
大
阪
堺
よ
り
く
だ
さ
れ
た
手
紙
数
通
所
持

し
て
い
る
。

一
、
　
　
　
　
　
　
　
　
則
岡
理
兵
衛

一
、
元
和
五
来

年

（
一
六

一
九
年
）

南

龍

院
様

（
初
代
藩
主
徳
川
頼
宣
）
御
入
国
な
さ
れ
た
と

き
よ
り
安
藤
帯
刀
殿
が
国
中
の
筋
目
の
者
を
お
撰
び
な
さ
れ

た
お
り
、
六
十
人
に
召
出
さ
れ
御
切
米
六
十
石
下
さ
れ
、

配
下
に
鉄
砲
同
心
を
五
人
ず

つ
お
預
け
下
さ

っ
た
。
大
番

頭

蔭
山
土
佐
殿
配
下
の
与
力
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。

（
以
下
出
陣
の
と
き
の
出
立
ち
と
起

請

文
等
は
宮
崎
氏
に

同
じ
）

①
御
切
米
　
禄
と
し
て
の
扶
持
米
を
三
季
に
分
け
て
支
給
す

ブゐ
）。

一
、
後
六
十
人
へ
の
御
切
米
は
召
上
げ
ら
れ
た
。

（以
下
宮
崎
氏
に
同
じ
）

則
岡
理
兵
衛

一
、
六
十
人

名

跡
相
続
し
た
。

一
、
封
山
様

（
二
代
藩
主
光
貞
公
）

の
御
代
、
む

　

ろ

　

　

う
ら

か
た

お

牟
婁
郡
浦
方
御

日
前
所
元
締
を
仰
せ

つ
け
ら
れ
、
御
切
米
は
下
さ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
よ

っ
て
六
十
人
名
跡
は

悴

則
岡
小
平
太
が
相

続
す
る
よ
う
願
い
上
げ
御
回
前

へ
勤
め
て
い
た
と
こ
ろ
、

宝
永
四
亥
年

（
一
七
〇
七
年
）
十
月
四
日
の
大
地
震
に
よ

る
大
津
波
で
溺
死
し
た
。

P
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岡
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ン
　

ぃ

ノ
ン
名

４
‐″

ｃ
／́
′

一
　́

／
〕

夕

Ｌ

γ

／

Ｃ

御

口

紀
州
藩
内
の
各
港
や
河
川
の
要
所
に
置
か
れ

た
役
所
で
、
税
関
の
よ
う
に
輸
出
入
の
物
品
の
検
査
を
行

い
、
二
歩

の
税
を
取

っ
た
の
で
二
歩
口
役
所
と
も
い
わ
れ

た
。
現
有
田
市
内
で
は
北
湊
に
藩
の
役
所
が
あ
り
、
矢
櫃

は
北
湊

の
出
張
所
、
他
の

椒

浦
　
逢
井
浦
　
高
田
浦

宮
崎
浦
は
受
負
い
や
預
け
で
役
所
は
な
か

っ
た
。
御
口
前

所
は
藩
内
で
百
二
十
～
三
十
か
所
も
あ

っ
た
と
い
う
。
宮

原
の
滝
川
原
村
の
豪

商

佐
良
屋
こ
と
生
駒
次
左
衛
門
常
喜

は
元
禄

（
一
六
八
八
～

一
七
〇
三
年
）
の
頃
新
宮
口
前
役

所
に
勤
め
、
そ
の
子
二
人
で
生
駒
三
家
を
起
こ
し
て
、
神

奈
川
県
浦
賀

で
手
広
く
商
業
を
営
ん
だ
。
長
男
次
兵
衛
も

は
じ
め
は
新
宮
口
前
所
に
勤
め
た
。
則
岡
理
兵
衛
の
勤
め

た
牟
婁
郡
浦
方
日
前
所
は
田
辺
浦
で
あ

っ
た
。

一
、
高
祖
父
　
　
　
　
　
　
　
　
則
岡
小
平
太

一
、
六
十
人

名

跡
を
相
続
し
た
。

一
、
元
禄
五
年
申

（
一
六
九
二
年
）
七
月
の
高
野
山
騒
動
の
節

は
橋
本

へ
詰
め
た
。

③
高
野
山
騒
動
　
五
ｌ
④
１
０
参
照

そ
の
節
御
銀
を
下
さ
れ
た
。

一
、
高
林
院
様

（
三
代
藩
主
綱
教
公
）
日
高
郡
御
猪
山

へ
お
成

り
の
節
小
平
太
も
お
供
の
御
用
を
勤
め
た
の
で
三
人
扶
持
ず

つ
下
さ
れ
、
御
銀
も
頂
い
た
。

③
扶
持
　
俸
禄
と
し
て
主
に
米
が
支
給
さ
れ
た

（
扶
持

米
）
。
三
人
扶
持
は

一
人

一
日
米
五
合
の
割
で

一
升
五
合
、

因

に
新
宮
口
前
所
に
勤
め
た
生
駒
常
喜
の
給
与
は
二
人

扶
持
で
あ

っ
た
。

一
、
右
の
高
林
院
様
の
代
に
悴

則
岡
専
助
が
御
徒

（
徒
歩
で
供

を
す
る
さ
む
ら
い
）
と
し
て
召
出
さ
れ
若
山
城
下
に
住
ん

だ
。
ま
た
従
弟
橋
爪
吉
兵
衛
の
悴

徳
左
衛
門
を
養
子
に
と

願
い
を
出
し
た
と
こ
ろ
許
し
が
出
た
。

一
、
父
　
　
　
　
　
　
　
則
岡
徳
左
衛
門

一
、
六
十
人
名
跡
を
相
続
し
た
。

一
、
香
巌
院
様

（
九
代
藩
主
治
貞
公
　
安
永
四
年

一
七
七
五
年

二
月
相
続
）
御
家
督
相
続
さ
れ
た
の
で
御
城
の
対
面
所
御

次
で
お
目
見
し
た
。

一
、
病
気
で
歩
行
が
不
自
由
と
な

っ
た
上
に
悴

が
甚
だ
幼
少
で

あ
る
の
で
、
養
父

（
小
平
太
）
の
弟
与
吉
を
相
続
人
と
し

た
い
旨
願
い
上
げ
て
い
た
の
が
許
さ
れ
た
。

一　
、
　

′
ム

一　

　

手
↑
か

ん
せ

い
　
　

い
ぬ

寛
政
二
成

し

た

。

と

う

ぞ

く

　

　

は

い

か

い

一
、
去
る
去
る

（
寛
政
六
年
）
七
月
有
田
郡
内
を
盗
賊
が
徘
徊

則
岡
与
吉

年

（
一
七
九
〇
年
）
よ
り
六
十
人
名
跡
を
相
続
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し
た
の
で
打
廻
り

（
巡
回
）
を
仰
せ

つ
か
り
二
人
扶
持
を

右
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す

寛
政
八
年
辰

（
一
七
九
六
年
）
六
月

則
岡
与
吉
　
①

宮
崎
氏
に
な
ら

っ
て
右
を
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
て
み
る
。

勘
解
由
左
衛
門
尉

六
十
人
相
続

久
栄

―

―
理
兵
衛

―

―

理
兵
衛

宮
原
住
　
　
　
　
　
　
元
和
五

（
冥
二
）
　

　

牟
婁
郡
浦
方

岩
室
落
城
後
浪
人

　

　

六
十
人
　
　
　
　
　
御
回
前
元
締

正
保
二

（
一六
四五
）
　

　

宝
永
四
（
一七
〇七
）十
月

御
切
米
召
上
　
　
　
　
大
津
波
溺
死

固

則
岡
家
先
祖
書

国

（本
家
と
扇
屋
）

こ
の
先
祖
書
の
前
書
は
異
体
文
字
も
使
わ
れ
漢
文
体
で
あ
る
が
、

訓
み
下
し
て
各
所
に
註
釈
を
入
れ
た
。

こ
の
先
祖
書
を
改
め
て
書

き
記
し
た
人
物
は
、
前
書
の
後
尾
に
紀
基
に
続
き

一某

と
あ
る
こ

と
か
ら
、
紀
基
の
養
子
廣
利
か
保
教
で
あ
ろ
う
。
系
譜
の
中
で
卒

年
や
法
号
に
筆
者
が
追
記
し
た
部
分
も
あ
り
、
（
墓
）
と
あ
る
の
は

円
満
寺
墓
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

前
書

一
、　
会
　
（
お
り
し
も
）
聞
く
、
当
家
則
岡
は
往
古

（
昔
）
紀
州

有
田
郡
宮
原
之

荘

司

（荘
園
の
管
理
者
）
と
し
て
、
そ
の
先

（
先

祖
）
は
御
室
御
所

（
京
都
の
仁
和
寺
、
宇
多
天
皇
が
出
家
後
仁
和

寺
に
入
ら
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
あ
り
）
に
仕

へ
て
、
そ
の
姓
は

タ
チ
バ
ナ
ウ
ジ　　　
　　
　　
マタ
　
　
セ
ツ　
　
イ
フ
　
　
　
　
ト
ウ
オ
ウ
ア
イ
ゾ
　
　
　
カ
　
ヒ

橘

氏
な
り
。
又

一
説
に
曰
く
、
東
奥
会
津
、
甲
斐
源
氏
に
し
て

本
名
は

一
色
な
り
。
此
説
家
に
伝
拠

（
た
し
か
な
証
拠
）
な
し
。
、

中
古
、
久
栄
の
嫡

子
貞
久
は
畠
山
政
能
に
属
し
て
、

毎

城
中
に
出

入
し
替
遇
無
比
に
し
て

（
主
君
よ
り
特
別
に
目
を
か
け
ら
れ
る
こ

と
は
他
の
比
で
は
な
い
）
嘗
て
聞
か
ず
。
　
一
に
曰
く
先

（
先
祖
）

は
病

に
し
て
勤
め
ざ
る
な
り
。
質

直

、
壮
健
に
し
て
焉

ん
ぞ
知

る
べ
け
ん
や
。
（
ど
う
し
て
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
み
ん
な

知

っ
て
い
る
）
。
　
且
数
度
の
軍
功
　
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
や

（
数
え

頂
い

た

寛
政
二
（
一七
き
）

六
十
人
相
続
　
　
　
　
六
十
人
相
続
養
子
　
　
　
六
十
人
相
続

小
平
太

―

‐
徳
左
衛
門
―

―
与
吉

一九
一語
一糧

・‐・（」
一摩
一縦
一ヽ費
一嘔
】ｒ
・
滝
一川
店
外
〓稿
爪
〔士
口一際
衝̈

三
代
綱
教
公
御
猪
山

　

九
代
治
貞
相
続

御
用
御
勤
　
　
　
　
　
　
お
目
見

安
永
四

（
一七
七
五
）

小
平
太
弟
養
子

寛
政
八
（
一七
九六
）

先
祖
書
書
上

-60-



き
れ
な
い
）
ｃ
　

然
　
（
し
か
し
な
が
ら
）
、
畠
山
政
能
天

正

の
乱

に
遭
い
て

（
天
正
十
二
年
秀
吉
の
南
征
に
遭

っ
て
）

称

衰

（
お
と

ろ
え
）
た
り
と

雖

も
、
其
裔

（
そ
の
子
孫
）
今

に
至
り
て
東
武
に

仕

へ
て
、
則
岡
は
亦
今
に
至
り
、
歴
世

（代
々
）
家
名
を
伝
う
。
感

状
の
證
書
多
し
と

雖

も
、
混
雑
し
て
分
り
難
し
、
由
緒
あ
る
系
図

は
摺

滅

（
す
リ

ヘ
っ
て
）
し
て
文
字
不
明
な
り
。
奥

（
奥
様
）
、

紀
基
、　
某

、
こ
れ
を
患
う
。
改
め
て
書
き
記
し
て
後
代
に
伝
え

て
、
己
　
子
孫
に
真
む

（
希
望
す
る
）
、
こ
れ
を
正
す
　
云
々

干
時
　
明
和
六

（
一
七
六
九
年
）

己

丑
程
皐
月

（
五
月
）

本
家
と

扇

屋

即
岡
家
を
扇
屋
と
い
う
屋
号
で
呼
ぶ
こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
屋
号
の
お
こ
り
は
知
る
由
も
な
い
が
本
書
八
１
０
小
坂
家
文
書

０
に
扇
屋
利
兵
衛

の
名
も
出
る
こ
と

で
も
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に

推
考
す
る
ｃ

こ
の
系
譜

で
勘
解
由
左
衛
門

尉

貞
久

の

嫡

子
で
あ
る
三
平

・

久
宗
を
祖
と
す
る
分
太
夫
久
忠
、
そ
の
子
勘
右
衛
門
久
富
、
そ
の

子
増
右
衛
門
久
好
、
同
勘
六
郎
吉
久
、
久
好

の
子
文
平
保
教
　
及

び
文
二
郎
貞
久
は
い
ず
れ
も
東
村
の
円
満
寺
の
過
去
帳
に
出
て
い
て
、

る
べ
け
ん
や
３
（
ど
う
し
て
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
み
ん
な

知

っ
て
い
る
）
。
　
且
数
度
の
軍
功
　
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
や

（
数
え

久
好
夫
婦
、
吉
久
、
保
教
夫
婦
、
貞
久
及
び
系
譜
に
は
な
い
が
十

左
衛
門

（
一
八
三
二
年
天
保
三
年

一
月
二
十
二
日
卒
　
法
名
中
岳

恵
貞
居
士
、
五
ｌ
④
１
０
浦
組
の
項
参
照
）
の
墓
も
存
在
す
る
。
こ

の
家
筋
を
本
家
筋
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
小
坂
家
文
書
０

に
出
る
則
岡
益
右
衛
門

（益
は
増
の
誤
り
か
）
は
こ
の
筋
で
あ
る
。

善
国
寺
は
も
と
滝
川
原
村
の
東
部
に
あ

っ
て
畠
山

一
族
の
書
提
寺

で
あ

っ
た
が
、
万
治
元
年

（
一
六
五
八
年
）
火
災
で
焼
失
、
寛
文

二
年

（
一
六
六
二
年
）
再
興
さ
れ
た
が
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九

年
）

一
月
に
滝
川
原
村
の
大
火
で
再
び
焼
失
、
同
年
五
月
道
村

の

現
在
地
に
移
転
し
た
が
古
記
録
は
す
べ
て
焼
失
し
た
。
よ

っ
て
則

岡
家
の
過
去
帳
に
は
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
年
）
小
平
大
久
基

の

妻
が
最
も
古
く
、
吉子
保
十
六
年

（
一
七
三

一
年
）
小
平
太
久
基
、

ほ
か
に
小
平
太
紀
基
、
養
子
徳
十
郎
廣
利
、
系
譜
に
な
い
が

享

保

元
年

（
一
八
〇

一
年
）
七
月
十
五
日
相
州
浦
賀
で
卒
し
た
金
右
衛

門
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
年
）
二
月
二
十
四
日
卒
の
勘
六
母
が

出
て
い
る
。
こ
の
勘
解
由
左
衛
門
貞
久
の
次
男
信
久
を
祖
と
す
る

家
筋
を
扇
屋
を
屋
号
と
す
る
家
筋
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
家
筋
は
代
々
六
十
人
を
相
続
し
て
き
て
い
る
。

な
お
残
念
な
こ
と
は
、
本
家
筋
の
分
太
夫
久
忠
の
孫
で
定
直
の

墓
碑
を
元
文
三
年

（
一
七
三
八
年
）
に
再
建
し
た
長
太
郎
の
名
が

み
つ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
よ
く
変
名
す
る
昔
の
こ
と
で

も
あ
り
、
そ
の
卒
年
が
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
年
）

の
久
好
の
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弟
吉
久
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
勘
六
郎
吉
久
の

墓
は
円
満
寺
墓
地
の
他
の
三
基
と
は
別
に
無
縁
墓
壇
に
ま
つ
ら
れ
て

い
る
ｃ

勘
解
由
左
衛
門
尉

久
栄

往
古
よ
り
宮
原
を
領
す
　
父
左
近
将
監
久
明
畠
山
政
長
と
由
縁
あ

り
所
々
合
戦
に
軍
功
あ
り
　
畠
山
政
能
岩
室
城
主
の
と
き
　
久
栄

父
の
縁
に
よ
り
政
能
に
属
す

天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
八
月
二
十
五
日
卒
、
法
号
徳
長
院
寿
山

浄
久
大
居
士

貞

久

左
近
勘
解
由
左
衛
門
尉

生
年
二
十
四
歳
で
剃
髪
　
浄
教
入
道
と
称
す
　
畠
山
政
能
に
属
し

、
河
内
落
合
又
摂
津
芥
川

・
舎
琳
寺
の
合
戦
に
軍
功
あ
り
、
宮
原

荘
西
山
を
拝
領
す
る

文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
七
月
九
日
卒
、
法
号
本
源
院
空
清
浄
教

居
士

久
宗

法
号
自
性
院
月
山
浄
秀
居
士

三
平

・
甚
兵
衛
　
　
　
　
年
不
明
十
二
月
六
日
卒

妻
　
宮
崎
隠
岐
守
定
之
女

法
号
冷
月
法
光
大
姉

年
不
明
十
二
月
二
十
二
日
卒

③

小
二
郎

・
利
兵
衛
　
　
法
号
成
功
院
替
峰
浄
会
居
士

大
納
言
頼
宣
君
御
代
　
当
国
郡
士
の
内
六
十
人
御
撰
に
よ
り
六

十
人
召
出
さ
る
。

慶
安
四
年

（
一
六
五

一
）
十
二
月
六
日
卒

（筆
者
註
。
こ
の
子
孫
善
国
寺
に
葬
る
）

、分
太
夫
　
法
号
洞
室
浄
雲
居
士

久
忠

元
禄
四
年

（
一
六
九

一
）
十
月
六
日
卒

（筆
者
註
。
こ
の
子
孫
円
満
寺
に
葬
る
）

徳
右
衛
門

広
村
岩
崎
家
相
続

「

一―④

信
久

信
栄

忠
行

利
兵
衛

法
号

勝
戦
院
岳
誉
信
入
居
士

小
二
郎
・甚
兵
衛

信
久
よ
り
家
督
六
十
人
相
続

妻

糸
我
西
村
旗
本
大
浦
十
郎
兵
衛
女

忠
重

十
＾
率
・
上
野
山
十
太
夫
茂
吉
妻

勘
”十
徊
を何
門
一
享
保

二
年

（
一
七

一
七
）

一
月
七

日
卒

久
富

女
子

次
（占
只
源
右
衛
門

・
広
村
崎
山
家
養
子

法
名

閑
翁
浄
体
居
士

則
岡
弐
右
衛
門
妻

③
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①

信
忠

良
忠

元
忠

永
忠

智
忠
妻

文
太
夫
女

廿
＾
マ
丁

小

平

太

久

基

妻

。
宝
永
五
年

一
月
二
十
二
日
卒
、
善
国
寺

ヱ
Ｊ
Ｉ
メ

廿
＾
子
・
上
野
山
十
太
夫
正
重
妻

保
教

文
平
紀
基
の
養
子
に

文
次
郎

。
明
和
六
年
四
月
二
十
日
卒

法
号

天
皇
浄
空
禅
士

（墓
）

利
左
衛
門

利
太
夫

理

丘
（を何

・
法
名

勇
操
院
清
誉
浄
心
禅
定
門

信
栄
よ
り
家
督
六
十
人
相
続

宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
十
月
四
日
牟
婁
郡
田
辺
浦
で
大
津
波
溺
死

市
太
夫

弐
右
衛
門

享
保
十
九
年

（
一
七
三
四
）
十
二
月
十
五
日
卒

増
事
徊
一何
田
］
法
号

英
峰
義
俊
居
士

　

（
墓
）

妻

広
村
岩
崎
若
左
衛
門
女

安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）
十

一
月
五
日
卒

鏡
室
亮
光
禅
尼

勘

六

郎

・
宝
暦
十
三
年
八
月
二
十
八
日

（
一
七
六
三
）
卒

兄
久
好
卒
後
久
好
家
後
見

・
法
号
月
山
浄
秀
居
士

（墓
）

貞

久

ヽ
ン
イ
時ヽ

①

ヒ①

紀
基

廣
利

■
■
■
■

久
基

小

平

太

・
法
名

涼
岸
院
演
誉
浄
説
居
士

元
忠
家
督
六
十
人
相
続

元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
高
野
山
騒
動
差
向

享
保
十
六
年

（
一
七
三

一
）
七
月
廿
三
日
卒
　
善
国
寺

士
口
［則
平
兵
衛

清
存

出
家

安
基

仙
野

女
（子
・
小
平
太
紀
基
妻

菌
一五
口
‥
小
Ｔ
Ｔ
太

・
法
名

勇
猛
院
智
岳
隠
山
居
士

久
基
聟
養
子

・
六
十
人
相
続

駿
州
前
島
家
。安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
八
月
十
五
日
卒

善
国
寺

徳
十
郎

紀
基
養
子

・
六
十
人
相
続

滝
川
原
橋
爪
徳
太
夫
惣
領

安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）
二
月
十
五
日
卒

善
国
寺

増
右
衛
門

・
文
平

。
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
九
月
二
日
卒

。
法
号
義
道
浄
智
禅
士

（墓
）

紀
基
養
子

・
六
十
人
相
続
、
久
好
四
男

妻

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
二
月
五
日
卒

。
花
屋
妙
秀
大
姉
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八
、
小
坂
家
に
残
さ
れ
た
文
書

小坂家菩提寺常見寺の山号扁額

(李梅渓書)

元
禄
丙
子
十
月
十
二
日
終

七
十
六
歳

孫
´ヽ

と
´
1)

な
が
‐,

て
い

る

ユlil`ililll.1..Ittil',::量

Я

E:::::重麗



小
坂
家
文
書
日

八
、
小
坂
家
に
残
さ
れ
た
文
書

小
坂
家
に
は
宮
崎
定
直
に
関
係
の
あ
る
次
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
解
読
し
ふ
り
が
な
を

つ
け
、
解
説
を
付
記
し
た
。

０

小
坂
家
文
書
日

こ
の
文
書
は
小
坂
家

の
誰
か
が
、
文
書
末
尾
の
宮
崎
善
十
郎

則
岡
益
右
衛
門
　
一扇
屋
利
兵
衛
か
ら
聞

い
た
話
の
内
容
を
書

い
た

も
の
で
あ
る
。

紀

力
効
有
田
郡
宮
崎
卜
言

所

二
　
宮
崎
隠
岐

守

殿
居

城
　

①
大

阪
乱
世
之
比
　
遊

有
之

候

　

其
頃
隠
岐
守
殿

二
子
二
人
有
之
由

兄

ハ
宮
崎

後
取
　
次

は
女

二
而
宮

原

村

二
而
　

②

則
岡
益

右
衛
門
言

因

へ
嫁
入
り
　
三
男
二
郎
右
衛
門

丞
（
（尉
）
定
直
　
泉

力
効
谷
川

へ
来
り
　
谷
川
殿
と
言

候

由
　
此
人
大
坂
乱
之
節
　
大

坂

へ
附

候

由
　
ま
け

軍

二
而
　
谷
川

へ
帰
ル
事
Ｃ
不
叶
　
出

生

之
事
故
　
紀
力
効
有
田

へ
Ｃ
落
行
時
　
あ
と
よ
り
⑤
追
人
掛
り
宮
原

手
前
な

ル
か
ぶ
ら
坂
卜
言

所

迫
落
行

当

南

へ
越
中
程

二
Ｃ
小
キ

社

有
　
此

所

二
而

暫

休

候

而
　
う

つ
／
ヽ
い
ね
む
り
居
候

処
　
⑦
又
又
哉
　
大
せ
い
二
而
取
ま
き
に
げ
出
す

ス
キ
モ
無

処

ニ

Ｃ
帯
せ
し
太
刀
自
然
卜
抜
出
　
多
人
数
追
廻
し
切
る
る
Ｃ
人
大
也

伊

暉́
‘

彪

″
７

り
，
あ
麗

戯

輝ヽ

鋳

多

ク

■
、１
７
ご
′そ

Ｉ
〃
Ｆ
■
　

・■
＼
ｔ
‐

う
お
∫
浮
，
争
う
得
た
ユ
ー
も
ｔ
麻

″ヽ
憮
盗

え％
よ
ち
鰍
砥
μ
刺
「軌
春
一″た́帯

″々

１
免
Ｚ
ウ
穐
え
，

空

ゲ
み
・
９
′・７
」げ

ｌ
‘
∠
梶
ヵ
二
犠
・ヽ
／
ｔ
ス
諾
リ
ン
年
一れ
た
躍

ヽ
浦́
ル
剰
／
ｔ

ｒ
翫
／を
生
▼
ｘ
　
・

蜘
「
孝

、４
み
そ
ヤ

雇
だ
「
　
・７‐．

あ
夕
存
ふヽ
誰
ｆ
ウ
２ィ
ろ
Ｔ
看

葛
ヲ
雄

ダ
剰
りえ
イ

ル
ギ
多
ん
ヽ
４

♂
　
ダ
海
Ъ
７
・‥γ‐一
´
∴
ち
あ
・
ム
ｙ
一嘱
わ
多
碑
Ｊ
炒
″ヽ汁

汁ゝ
′

０
夕
の
，う
　
ウ
け
砂
イ
／２
リメ
懲

、ァ
フ象
各
ウ

ｍ利
「る
ｏ金
スろ
エ

リ
タ
／ゝ令夕
え
　
う絆
と
召
ガ
キ
／

は
、
ザ
ヘ
静
″
管
ヽ



依

之
　
残
る
人
数

ハ
に
げ
ち
る
と
思

ヘ
バ
　
夢
さ
め
て
当
り
を
見

二
死
人
数
多
有
之
　
太
刀

ハ
中
程
よ
り
ニ
ツ
ニ
折
之
有
　
⑩
ふ
し
ん

な
が
ら
折
た
る
太
刀
ツ
イ
デ
見
タ
レ
バ
元
の
如

二
相
成
　
依

之

此
太
刀
ヲ
折

ツ
グ
丸
卜

改
　
候

卜
言
　
⑪
今
に
有
田
ミ
ノ
嶋

之
寺
卜
や
ら
宮
卜
や
ら
二
納

り
有
よ
シ
　
此
時
よ
り
此
宮
ヲ
太
刀

ノ
宮
卜
言
と
の
事
な
り
　
右
之
難
ヲ
の
が
れ
宮
原
之
姉
聟
　
則
岡
由

へ
た
よ
り
候
而
　
此
所

二
而
死
卜
申

事
也
　
此
人
病
中

二
我
死
が

い
⑫
宮
崎
城
之
見

へ
る
所
ほ
ゝ
む
り
呉
卜
言
置
也
　
宮
崎
城
主
　
宮

崎
隠
岐
守
子
孫
之
末
　
⑬
宮
崎
善
十
郎

申

て
　
今

二
⑭
遠
見
番
い

た
し
有
之
由
　
か
ぶ
ら
坂

ヲ
南

折

越
左
上

二
有
之
Ｃ

畠

山
城
跡

畠
山
子
孫
　
改

名
　
則
岡
益
右
衛
門
卜
申

而
今

二
　
宮
原
村

通

筋
よ
り
左
り
　
田
中
わ
ら
葺
家
有
之
又
通
筋
右
側

二
Ｃ

扇
屋
利

兵
衛
卜
言
宿
屋
有
之
候
も
則
岡
之
隠
居
也
　
付

中
　
右
谷
川
殿
三

郎
右
衛
門

丞

定
直
か
く
ま
い
申

二
付
　
上
ヲ
恐
　
弟
利
兵
衛

ヲ

連
而
隠
居

仕

由

　

則

　

一扇
屋
利
兵
衛
殿

二
畠
山

率

物
有
之

候
由

の
　
ぶ

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

う

宮
崎
之
分
　
　
　
　
宮
崎
善
十
郎
言

宮
原
村
之
分
　
　
　
則
岡
益
右
衛
門
言

橘 (則岡家・小坂家)

丸に五本骨の扇 (則岡家)

て

同
村

二
而
隠
居

扇
屋
利
兵
衛
卜
言

但
シ
此
家
宿
屋
也

解
説

①
大
阪
冬
の
陣

・
夏
の
陣
　
本
書
四

「
吉
次
の
手
記
か
ら
」

③
大
坂
の
乱
　
参
照

②
則
岡
家
先
祖
書
０
本
家
筋
に
増
右
衛
門
久
好
が
あ
り
、
増
と
益

の
誤
り
か
。
増
右
衛
門
の
言
う
先
祖

へ
嫁
入
り
し
た
と
い
う
意

味
か

③
出
来
な
い

④
逃
げ
て
い
く

⑤
定
直
を
追
い
か
け
て
き
た
者
、
徳
川
方
か
真
田
幸
村
の
手
下
の

者
か

⑥
畑
村
に
あ
る
猿
田
彦

神
を
祀
る
道
祖
神
社

⑦
夢
の
中
に
先
ほ
ど
の
追
人
が
又
も
や
現
れ

つ
け
る
語

③
腰
に
さ
し
て
い
た
太
刀

⑨
た
く
さ
ん
い
た

哉
は
こ
と
ば
の
終
り
に
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連
而
隠
居

催
‘́
酵
．
て貼
ｔ
　
一扇
屋
利
兵
衛
殿

二
畠
山

率

物
有
之

Ｃ
腰
に
さ
し
て
い
た
太
刀

⑨
た
く
さ
ん
い
た

⑬
①
こ
の
通
り
筋
と
は
熊
野
街
道
の
こ
と
ｃ

こ
の
街
道
を
は
さ
ん

で
東
側
は
南
村

（現
大
字
新
町
）
、
西
側
は
滝
川
原
村

（
現
大
字

滝
川
原
）
で
、
江
戸
時
代
の
則
岡
家
は
こ
の
文
書
に
よ
る
と
街

道
を
は
さ
ん
で
両
側
に
建

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

０
小
坂
家
文
書
国

嘉
永
年
代
に
小
坂
家
の
当
主
が
先
祖
に
つ
い
て
の
書
上
げ
の

一
部

で
、
自
田
山
氏
の
子
孫
と
触
れ
合
い
の
あ

っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

元
和
元
年
　
当
家

ノ
祖
定
直
　
大
坂
方
Ｃ
秀
頼
旗

二
属

ス
②

出
姓

ハ
紀
力劾
宮
崎
城
主
宮
崎
隠
岐

守

三
男
当
家

へ
養
子
入
ル
　
一二

郎
右
衛
門
定
直
　
紀
力
劾
有
田
宮
原
Ｃ
南
邑
　
則
岡
氏
宅

二
而
Ｃ
卒
去

此
祖
別
紙

二
Ｃ
由
来
書
有
　
此
所
略
ス
之
ラ
　
右
定
直
ノ
姉
　
紀

力劫
有
田
宮
原
則
岡
勘
解
由
左
衛
門
方

へ
嫁
セ
付
　
是

則

　

畠
山

家
の
祖
也
Ｃ
今
世
　
畠
山
民
部
太
夫
⑦
基
徳
候
　
江
戸
ニ
テ
高
家
役

御
勤

候

処

付
　
去

ル
嘉
永
元
年
十
二
月
二
日
③
禁
裏
御
所
⑨

澪
Ｊ詐
っ会ぇ
⑩
盤
聾
⑪
行
き恥
卜っ憶
将
軍
家
よ
り
⑫
御
ゴ
っ使し
二
⑬
ぶ
っ毅

ス

然
ル
処

数
年
　
紀
力劫
宮
原
則
岡
氏
宅

へ
と
⑭
音
便
不
通
之‐
処

近
頃
　
之
二
郎
右
衛
門

辟
っ⑮
重
光
之
代

二
　
土
日
ヲ
思
ひ
音
信

ヲ
通

じ
⑮
辞萌
樹
候

補
杷
　
右
畠
山
公
　
御
メ
ぅ断
腱
″選
れ候
二
使
　
嘉

永
元
年
十
二
月
二
日
　
御
見
舞
と
京
都
高
家
屋
敷

へ
御
見
舞

二
参
リ

候

由
⑩
不
思
議
に
思
い
な
が
ら

⑪
大
永
年
中

（
一
五
二

一
～
二
八
年
）
三
好
長
慶
を
攻
め
る
べ
く

宮
崎
慶
真

（
雲

秀

）
が

蕪

坂
ま
で
き
た
と
き
、
腰
の
刀
が
ひ
と

‘

り
麟
に
抜
け
、
刀
が
折
れ
た
の
で
、
不
吉
を
感
じ
、
熊
野
三
山

を
拝
み
、
も
し
こ
の
戦
で
勝

つ
こ
と
が
出
来
る
な
ら
も
と
通
り

に
直
し
て
く
れ
る
よ
う
祈

っ
た
と
こ
ろ
、
も
と
通
り
に
な

っ
て

戦
功
を
た
て
る
こ
と
が
出
来
た
。
帰
城
後
こ
の
太
刀
を
折
継
丸

と
名
付
け
て
立
神
社
に
奉
納
し
た
と
い
う
伝
説
と
混
同
か
。
巻

末
年
表

一
五
二
七
年
参
照

⑫
宮
崎
定
直
の
墓
、
宮
原
町
新
町
字
井
山
二
１
０
参
照

⑬
⑭
本
書
宮
崎
氏
落
城
後
の
年
譜
　
五
１
０
１
０
参
照

⑮
宮
原
町
東
　
岩
室
城

至
加
茂

熊
野
古
道

信
号
　
　
新
町
商
店
街

滝
川
原
村

藤
白

道村

夕
暮
橋

南
ホ寸

Ｎ
左
―
―
―
―

本家

葺 壽
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“ゎ
っ
れ
、
ぃ

ｒ
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⑭
御
目
通
　
対
座

ヲ
蒙

り
　
殊

二
宮
崎
之
末
孫
先
祖
え
ゆ
か
り
□

□
御ご繊
使
之の
⑬
盤
職
獄
ポ
一つ致
し
　
砂鶏
徴
〓藤̈
っゴ覗
かに
り　
期
日ひ
は

御
前
ヲ
引
取
　
翌
四
日
　
御
先
祖
ノ
御
墓
所

へ
⑬
梢
相
寺‐
へ
御
参
詣

御
供
被

仰

付
　
早
東

（速
）
高
家
④
屋
鋪
よ
り
　
上
下
帯
刀

ニ

テ
　
御
籠

二
行
添
　
御
Ｃ

宿

坊

二
て
御
法
事
有
て
其
翌
日
五
日
ニ

＠
御
下
向
　
御
暇
乞
相

済
　
粟
田
口
迄
御
見
送
　
御
家
老
小
柴
重

太
夫
様
へ
も
　
御
暇
乞
申
　
夫
よ
り
目
出
度
　
帰
村

罷

致

候
　
右

二
郎
右
衛
門

尉

定
直
　
真
田
幸
村
殿
よ
り
④
書
翰
も
参
り
有
之

当
□
□
□
□
義

ハ
　
別
紙

二
有
之
　
此
所
略
す

解
説

①
元
和
元
年
の
大
阪
夏
の
陣
で
真
田
幸
村
の
招
き
に
よ
り
定
直
は
豊

臣
秀
頼
方
に
つ
き
旗
下
＝
直
属
の
軍
で
戦

っ
た

②
出
姓
　
出
生
と
同
じ
う
ま
れ
の
こ
と

③
邑
　
村
の
こ
と

④
身
分
の
あ
る
人
の
死
去

⑤
先
祖
か
ら
の
来
歴
を
書
い
た
文
書

⑥
今
の
世
の
中
　
現
在

⑦
畠
山
氏
は
室
町
幕
府
の
管
領
と
し
て
、
ま
た
紀
伊
、
河
内
、
能

登
、
越
中
、
山
城
の
国
の
守
護
と
し
て
重
き
を
な
し
た

一
族
で
、

岩
室
城
も
紀
伊
国
に
お
け
る
出
城

で
あ

っ
た
。
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
三
月
　
秀
吉
の
紀
州
攻
で
岩
室
城
は
落
城
し
た
。
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最
後

の
岩
室
城
主
貞
政
は

一
時
宮
原

の
久
喜
掃
部

の
孫
弥
吉

（久
喜
和
夫
家
先
祖
）
に
か
く
ま
わ
れ
た
が
、
寛
永
十
八
年

（
一

六
四

一
年
）
病
没
、
そ
の
孫
基
玄
が
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
年
）

奥
高
家

（幕
府
の
儀
式
や
礼
法
を

つ
か
さ
ど
る
家
柄
）
と
な
り
、

後
御
側
付
と
な

っ
て
五
千
石
を
知
行
し
た
。
（六
ｌ
②
ｌ
③
参
照
）

基
徳
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
畠
山
民
部
太
夫
基
徳
公
は
本
書
六
―

②
ｌ
①
２

の
袖

珍
武
鑑
に
記
載
さ
れ
て
い
る
畠
山
長
門
守
か
畠

山
上
総
介
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
嘉
永
元
年
は
袖

珍
武
鑑
の

出
版
さ
れ
た
年
で
あ
る
弘
化
五
年
で
あ
る
。
民
部
省
の
官
職
に

は
大
夫
は
な
く
お
そ
ら
く
大
輔
の
誤
り
だ
と
思
う
し
、
民
部
大

輔
は
従
五
位
下
の
位
階
の
者
の
つ
く
官
職
名
だ
か
ら
、
従
五
位

下
侍
従
、
畠
山
上
総
介
は
畠
山
基
徳
で
あ
ろ
う
。

③
現
在
の
皇
居

⑨
大

嘗

祭
の
こ
と
。
天
皇
即
位
後
は
じ
め
て
お
こ
な
う
新
嘗
祭
。

第
百
二
十

一
代
孝
明
天
皇

（
明
治
天
皇
の
父
）

は
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
年
）
二
月
十
三
日
御
年
十
六
歳
で
即
位
さ
れ
た
。

⑩
式
に
参
列

・
参
観

⑪

つ
つ
し
ん
で
よ
ろ
こ
ぶ

⑫
使
者

⑬
上
京
、
地
方
か
ら
京
都
へ
の
ぼ
る
こ
と

⑭
便
り

⑮
系
譜
に
は
み
え
な
い

岩
室
城
も
紀
伊
国
に
お
け
る
出
城

で
あ

っ
た
。
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）
二
月
　
秀
吉
の
紀
州
攻
で
岩
室
城
は
落
城
し
た
。

⑬
て
い
ね
い
に
言

っ
た
こ
と
ば
で
、
便
り
が
通
じ
ま
し
た
の
意

①
目
上
の
人
に
向
い
合

っ
て
面
接

⑬
上
衣
と
袴

を
い
た
だ
い
て

⑩
京
都
市
左
京
区
に
あ
る
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
の
寺
、
本
尊
は

見
返
り
阿
弥
陀
如
来

⑩
屋
敷
に
同
じ

④
参
詣
者
が
宿
る
宿
舎

⑫
京
都
か
ら
地
方

へ
行
く
こ
と

④
て
が
み

わら葺屋
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十
、
宮
崎
氏

ｏ
則
岡
氏

・
李
家
の
年
表

天
智
　
八

天
禄
　
二

応
徳
　
三

仁
安
　
二

嘉
応
　
元

建
久
　
三

一死
″」
　
一死

建
武
　
元

中
臣
鎌
足
　
天
智
天
皇
よ
り
藤
原
姓
を
授

か
る十
代

の
祖
藤
原
伊
ヂ
太
政
大
臣
と
な
る

白
河
上
皇
院
政
は
じ
め
る

尚
侍
藤
原
氏
宮
前
庄
十
三
町
五
反
を
那

智
山

へ
寄
進
　
以
後
八
十
余
年
は
那
智

山
の
神
領
と
な
る

（
目
良
文
書
）

平
清
盛
太
政
大
臣
と
な
る

藤
原
左
衛
門
尉
定
範
野
に
城
を
築
き
宮

崎
氏
と
称
し
以
後
四
百
余
年
こ
の
地
を

領
し
た

源
頼
朝
征
夷
大
将
軍
と
な
る
（鎌
倉
幕
府
）

宮
崎
出
羽
守
神
領
三
十
石

箕
島
祇
園

社
に
寄
進

後
醍
醐
天
皇

建
武
の
新
政

一
三
三
八

延
元
　
三

戊
寅

一
二
九
二

元
中
　
九

壬
申

一
四
六

一
寛
正
　
三

一
四
七
八

応
仁
　
十

戊
成

一
五

一
四

永
正
十

一

一
五
二

一
大
永
　
元

辛
巳

一
五
二
七

大
永
　
七

足
利
尊
氏
征
夷
大
将
軍
と
な
る

（
室
町
幕

府
）
南
北
朝
合

一

辛
巳

宮
崎
定
経
安
養
寺
へ
畠
を
寄
進

宮
崎
定
弘
立
神
社
境
内
に
飛
鳥
神
社
造

立宮
崎
定
軌
畑
三

一
五
歩
を
安
養
寺

に
寄

進宮
崎
定
辰

（
雲
秀
）
妙
見
社
修
造

丁
亥

長
光
銘

の
太
刀

一

こ
の
太
刀
折
継
丸

甲
成

宮
崎
隠
岐
守
雲
秀

振
立
神
社
に
寄
進

宮
崎
定
秋
　
七
月
十
七
日
当
山

河
内
国
に
て
死
す
　
戒
名
　
深
蓮
一

岸
心
居
士

（蓮
華
寺
過
去
帳
）

一
五
三
三

癸

巳

と
名
付
け
る

宮
崎
定
秋
　
国
尾
に
蓮
華
寺
を
再
建

一
五
三
五

天
文
　
四

宮
崎
定
姦

・
雲
秀
　
箕
島
神
社
造
営

乙
未

一
五
四
七

天
文
十
六

丁
未

宮
崎
左
衛
門
慶
真

（雲
秀
）
常
楽
寺
逆

修
碑
建

つ
　
同
　
立
神
社
造
営

宮
崎
定
秋
安
養
寺
観
音
寺
蓮
華
寺
に
陣

僧
の
免
許
状
出
す

畠
山
政
能
畑
村
爪
書
地
蔵
堂
修
理
免
税

書
を
下
す
執
達
人
に
則
岡
浄
教
入
道
貞

一
五
五

一

天
文
二
十

辛
亥

一
五
六
三

永
禄
　
六

癸
亥

開
基
後

院
彼
法

建

立
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エハ
エハ
＋九

九
七

一

三

六
七

一
一
六
九

一
一
九
二

一
三
二
四

一
三
三
四

ハ

○
八

西
　
暦

己

巳
辛
未

丙
寅

丁
亥

己
丑

壬
子

甲

申

甲
成

干
支

事

項

五
五
ハ

弘
治
　
二

丙
辰

天
文
　
二

年

号
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一

一
五
七
〇

一
五
七

一

一
五
七
三

一
五
七
九

一
五
八
二

一
五
八
三

一
五
八
五

一
五
九
二

一
五
九
二

ハ

一死
角
電
　
一九

元
亀
　
二

天
正
　
元

天
正
　
七

天
正
　
十

天
正
十

一

天
正
十
三

文
禄
　
元

文
禄
　
二

慶
長
　
二

慶
長
　
五

乙  癸 壬 己 癸 辛 庚
西  未 午 卯 酉 未 午

壬

辰
癸
巳

丁
酉

庚
子

（
紀
伊
続
風
土
記
）

将
軍
足
利
義
昭
宮
崎
次
郎
真
近
あ
て
御
内

書
を
出
す

（極
楽
寺
文
書
）

李
真
栄
生
ま
れ
る

（明
隆
慶
五
年
）

信
長
京
都
よ
り
足
利
義
昭
を
追

い
室
町
幕

府
滅
ぶ

秀
吉
信
長
の
命
に
よ
り
須
佐
神
社
星
尾
神

光
寺
を
焼
く

信
長
本
能
寺
で
死
す

秀
吉
大
阪
城
を
築
く

宮
崎
二
郎
右
衛
門
定
直
生
ま
れ
る
？

宮
崎
出
雲
守
雲
秀
常
楽
寺

へ
田
地

一
町

三
反
、
本
像
観
音
像
を
寄
進
す
る

秀
吉
関
白
と
な
り
豊
臣
の
姓
を
賜
わ
る

二
月
秀
吉
の
紀
州
攻
め
、
立
神
社
焼
け

宮
崎
城

・
岩
室
城
共
に
落
城
す
る

四
月
　
文
禄
の
役

李
真
栄
日
本

へ
渡
来
す
る

一
月
慶
長
の
役
　
翌
年
秀
吉
死
す

九
月
関
ケ
原
の
役

五
五
ハ

弘
治
　
二

丙
辰

河
内
国
宮
崎

岸
心
居
士 |こ

て

定
秋
死
す

戒
名

七
月
十
七

蓮
華
寺
過
去
帳 日

当

山
開
基

深
蓮
院
彼
法 後

○〇①  の

建

立

一
六
〇
三

一
六
〇
四

一
六
〇
五

王
ハ
一
四

王
ハ
一
五

王
ハ
一
七

Ｉ
ハ
一
九

一
六
二

一
慶
F
■て

ノk

慶
長
　
九

慶
長
　
十

慶
長
十
九

一死
布
佃
　
一九

元
和
　
三

元
和
　
五

元
和
　
七

癸
フロ

甲

辰
甲  乙
寅  巳Q

乙
卯

丁
巳

辛
酉

徳
川
家
康
征
夷
大
将
軍
と
な
る

（
江
戸
幕

府
）小
坂
吉
次
生
ま
れ
る

李
真
栄
仏
門
を
き
ら
い
総
持
寺
を
出

て

大
阪

へ
行
く

十
月
大
阪
冬
の
陣
　
家
康
大
阪
征
討
を
命

ず
　
宮
崎
定
直
の
許

へ
真
田
幸
村
よ
り

書
状
届
く
　
李
真
栄
兵
乱
を
き
ら
い
和

歌
山

へ
戻
り
占
い
を
業
と
す
る

宮
崎
定
直
の
娘
と
結
婚
す
る

十
二
月
東
西
軍
和
議
成
立

李
家
長
女
瑠
璃
生
ま
れ
る

四
月
大
阪
夏
の
陣
　
早
春
に
宮
崎
定
直
宮

原

へ
帰
る

五
月
六
日
本
村
長
門
守
重
成
　
七
日
真
田

幸
村
共
に
討
死

大
阪
城
陥
落
　
豊
臣
秀
頼
０
淀
君
ω

自
殺
大
阪
方
の
残
党
狩
り
熾
裂

李
海
渓
生
ま
れ
る

ι
０不

七
月
徳
川
頼
宣
紀
州
藩
主
と
し
て
入
国

六
月
定
直
死
す
三
十
六
歳

こ
の
と
き

吉
次
十
五
歳

李
立
卓
生
ま
れ
る

宮
崎
六
右
衛
門
　
則
岡
理
兵
衛
六
十
人
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一　エハ
一　
一エハ
寛
永
　
三

十
三
年
と
あ
る
）

徳
川
頼
宣
死
す

一
六
二
七

寛
永
　
四

李
梅
渓
創
業
記
考
異
を
撰
し
三
〇
〇
石

与
え
ら
れ
る

一
六
三
三

寛
永
　
十

一
六
三
四

寛
永
十

一

六
月
高
野
山
騒
動
六
十
人
宮
崎
忠
太
夫
、

同
六
右
衛
門

ｏ
則
岡
小
平
太
ら
橋
本

へ

差
向
十
月
李
立
卓
死
す

七
十
六
歳

一　
エハ
〓
〓
ハ
寛
永
十
三

一
六
四
九

慶
安
　
二

八
月
植
木
瑠
璃
死
す

八
十
四
歳

三
代
綱
教
公
お
目
見
　
宮
崎
六
右
衛
門

五
月
李
清
軒
死
す

六
十
五
歳
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一
六
六
〇

万
治
　
三

五
代
吉
宗
公
お
目
見

宮
崎
六
右
衛
門

一　
エハ
一ハ
　
一

寛
文
　
元

十
月
宝
永
の
大
地
震
大
津
波
で
則
岡
理

兵
衛

（元
忠
？
）
溺
死

一　
エハ
エハ
上
』
寛
文
　
七

六
代
宗
直
お
目
見
　
宮
崎
六
右
衛
門

一
六
七
〇

寛
文
　
十

藩
主
宗
直
熊
野
参
詣
途
次
宮
原
で
お
目
見
、

宮
崎
善
十
郎
、
同
藤
十
郎
、
則
岡
小
平
太
、

宮
崎
六
右
衛
門

丙
寅

丁  辛  庚   己
未  丑  子   丑 軍 展 香 卵

庚
成

に
召
し
出
さ
る

李
真
栄
頼
宣
に
侍
講
　
切
米
三
十
石

李
真
栄
藩
命
に
よ
り
対
馬
に
行
き
朝
鮮

国
と
の
交
易
の
交
渉
に
あ
た
り
功
労
と

し
て
白
銀
三
〇
〇
枚
う
け
る

十
二
月
李
真
栄
死
す

六
十
三
歳

こ
の

と
き
梅
渓
十
七
歳

梅
渓
父
の
跡
を
継
ぎ
儒
者
と
な
り
切
米

三
十
石
う
け
る

九
月
梅
渓
の
母
死
す
　
四
十
七
歳
　
海

善
寺
に
葬
る

正
月
頼
宣
父
母
状
配
布
　
梅
渓
清
書
す
る

清
軒
　
李
梅
渓
の
養
子
と
な
る

五
月
二
代
藩
主
光
貞
公
相
続
お
目
見
え

李
立
卓
源
性
院

（頼
宣
次
男
）
の
侍
医

と

な

る

頼
純
　
西
条
藩
主
と
な
る

八
月
頼
宣
李
梅
渓
に
立
神
社
の
鳥
居
銘

を
撰
ば
し
む

（立
神
社
沿
革
史
に
寛
文

一

清
軒
出
生

一
六
七

一
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七
二
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寛
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享
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丙  丁 乙 庚 成
申  亥 酉 辰 寅

壬
寅

十
月
李
梅
渓
死
す

六
十
六
歳



八
月
頼
宣
李
梅
渓
に
立
神
社
の
鳥
居
銘

を
撰
ば
し
む

（立
神
社
沿
革
史
に
寛
文

■
■
一

|

一
七
五
七

一
七
六
五

一
七
六
九

一
七
七
五

一
七
八
九

一
七
九
六

一
八
四
八

一
二
十Ｌ
Ｅ ノ`

●
´

元
文
　
三

宝
暦
　
七

明
和
　
三

安
永
　
四

寛
政
　
元

一黒

水ヽ

　

一冗

平
成
　
二

寛

政

明

和

ハ

乙 乙 乙 丁  戊
未 丑 酉 丑  午

庚

午
戊   丙  乙
申   辰  酉

七
代
宗
将
お
目
見
　
宮
崎
左
五
助

八
代
重
倫
お
目
見
　
宮
崎
左
五
助

則
岡
廣
利

・
保
教
　
先
祖
書
書
上
げ

九
代
治
貞
お
目
見
　
宮
崎
新
吉
　
則
岡
徳

右
衛
門

十
代
治
宝
お
目
見
　
宮
崎
勘
兵
衛

宮
崎
勘
兵
衛
　
則
岡
与
吉
先
祖
書
書
上

三
郎
右
衛
門
尉
重
光
京
都
に
て
御
高
家

畠
山
上
総
介
基
徳
と
共
に
禅
林
寺
に
詣

で
る

（小
坂
家
文
書
二
）

四
月
　
宮
崎
雲
秀
公
四
百
年
ご
遠
忌
並

に
宮
崎
氏

一
族
の
追
善
法
要
を
催
す

（常
楽
寺
）

七
月
則
岡
分
太
夫
孫
長
太
郎

（
吉
久
）
、

宮
崎
定
直
の
墓
再
建
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お

わ

り

に
　

（林
中
清
氏
と
対
談
）

原
稿
を
ほ
ぼ
書
き
終
え
た
頃
、
畏
友
林
中
清
氏
に
見
て
頂
く
機

会
が
あ
り
感
想
を
伺

っ
た
の
で
、
そ
れ
を
以
て
ま
と
め
と
い
た
し

ま
す
。

◎

「
こ
の
本
が
店
頭
に
並
べ
ら
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
題
字
に

宮
崎
城
主
宮
崎
定
直
と
か
の
肩
書
き
の
な
い
限
り
お
そ
ら
く

一
般
の

人
び
と
は
手
に
取

っ
て
見
な
い
か
も
ね
。」

「
そ
の
通
り
だ
。
無
名
の
人
物
だ
も
の
ね
。
宮
原
町
内
で
も
井

山
の
場
所
も
定
直
の
墓
の
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
人
が
多
い
よ
ｃ

だ
か
ら
こ
そ
今
書
き
た
か

っ
た
の
だ
よ
。
」

◎

「
定
直
自
体
の
記
述
が
少
な
い
ね
。」

「
最
初
か
ら
そ
れ
を
懸
念
し
て
た
の
だ
。
ド
ー
ナ
ツ
だ
よ
ｃ
ま

わ
り
人
び
と
の
こ
と
を
書
く
こ
と
で
定
直
像
を
作
り
上
げ
た
い
と
考

え
た
の
だ
が
力
が
足
り
な
か

っ
た
。」

◎

「
定
直
が
淀
君
の
寵

臣
た
ち
と
の
不
和
が
原
因
で
大
阪
城
を
あ

と
に
し
た
と
書
い
て
い
る
が
、
ど
ん
な

訂

い
が
あ

つ
た
の
か
ｃ
そ

の
説
明
が
な
い
の
が
読
者
に
と

つ
て
歯
痒
い
だ
ろ
う
よ
。」

「
戦
略
に
つ
い
て
の
対
立
だ
と
思
う
け
ど
、
小
説
で
は
な
い
の

で
推
察
で
書
け
な
い
。　
一
般
に
は
吉
次
の
手
記
に
あ
る
よ
う
に
淀

君
の
思
し
召
し
よ
か
ら
ず
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
戦
況
の
行
く
末

を
案
じ
た
淀
君
が
家
臣

（
と
い
つ
て
も
そ
の
多
く
は
浪
人
で
あ

っ

た
と
い
う
）
の
逃
亡
を
許
し
た
と
か
、
定
直
の
人
間
的
な
悩
み
の

末
の
決
断
だ

っ
た
と
か
、
実

し
や
か
な
諸
説
を
聞
く
が
確

証

が
な

い
。
で
も
出
城
の
結
果
と
し
て
定
直
は
谷
川
の
婚
家

へ
戻
れ
な
か

っ

た
の
だ
か
ら
深
い
事
情
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
」

◎

「
真
田
幸
村
や
木
村
重
成
ら
と
共
に
華
々
し
く
討
死
し
て
い
た

ら
あ
る
い
は
大
阪
落
城
戦
記
に
書
き
残
さ
れ
て
い
た
か
も
ね
。
」

一‐私
は
定
直
は
武
勇
に
富
ん
だ
剣
の
達
人
で
あ

っ
て
、
冬
の
陣

で

は
数
々
の
戦
功
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
剣
に
ま

つ
わ
る
太
刀
の
宮

で
の
故
事
が
生
ま
れ
、
今
に
語
り

つ
が
れ
て
き
た
も
の
と
信
じ
る

の
だ
よ
。」

◎

「
夏
の
陣
の
前
に
出
城
し
た
と
い
う
根
拠
は
。」

「
吉
次
の
手
記
に
元
和
元
年
早
春
に
と
あ
る
か
ら
だ
。」

◎

「
郷
土
資
料
館
の
西
岡
先
生
の
論
文
、
す
ば
ら
し
い
ね
。
筆
致

に
無
駄
が
な
く
異
彩
を
放

っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
。
定
直
の
頃

の
兜
と
墓
再
建
の
頃
の
甕
の
製
作
年
代
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と

で
、
か
え

っ
て
兜
が
生
き
た
と
思
う
よ
。
さ
す
が
に
学
者
だ
ね
。

こ
れ
で
君
の
心
配
の
ド
ー
ナ
ツ
の
穴
　
ず
い
ぶ
ん
と
埋
ま
っ
た
の
じ
ゃ

な
い
か
。」

「
全
く
だ
ね
。
先
生
は
僕
は
考
古
学
が
専
門
で
こ
ん
な
こ
と
は

不
得
手
だ
と
謙
遜
さ
れ
て
る
け
ど
ね
。
そ
れ
に
比

べ
て
私
の
書
い

た

た
部
分
は
要
領
が
得

て
い
な
い
。

で
も

こ
れ
を
機

に
も

っ
と
資
料

を
掘
り
お
こ
し
て
く
れ
る
人
が
出
て
来
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
な

´
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月

‘

莞

Ｉ

Ｚ

Ｉ

Ｊ

発

Ｊ

´
づ

２

僣

澪

さ

ォ

て

し

ィ

‐

潮

湧

ｃ

術

く

沫

を
案
じ
た
淀
君
が
家
臣

（
と
い
っ
て
も
そ
の
多
く
は
浪
人
で
あ

っ

特
に
大
阪
の
岬
町
の
郷
土
史
の
中
か
ら
ね
。」

Ｃ

一
お
互
い
に
も
う
年
だ
ね
、
仏
縁
を
感
じ
た
と
か
書
い
て
い
た

ね
。
有
縁
と
い
う
題
名
が
出
て
く
る
し
。
」

一
そ
ろ
′
ヽ
だ
ね
。
有
縁
は
仏
教
用
語
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
か
か

わ
り
の
あ
る
人
と
い
う
意
味
だ
け
ど
、
少
し
難
し
か
っ
た
か
ね
。
」

◎

「
こ
の
本
は
君

一
人
の
力
じ
ゃ
な
い
な
。
君
の
有
縁
の
人
び
と

の
協
力

っ
て
い
う
か
。

こ
れ
だ
け
の
資
料
や
写
真
、
集
め
る
の
は

大
変
だ

っ
た
ろ
う
よ
。
短
期
間
に
ね
。
」

「
そ
う
だ
よ
。
皆
さ
ん
電
話

一
本
で
気
持
よ
く
協
力
し
て
く
れ

た
。
爪
書
地
蔵
の
写
真

一
枚
に
し
て
も
即
日
山

へ
撮
影
に
登

っ
て

く
れ
た
り
ね
。
則
岡
家
の
系
譜
に
出
る
た

っ
た

一
字
の
異
体
文
字

を
解
読
す
る
の
に
、
次
々
と
五
人
も
の
先
生
方
が
リ
レ
ー
で
調
べ

て
く
だ
さ
っ
た
。
日
数
に
し
て
十
日
間
、
読
者
は
気
付
か
ず
に
読

む
た
っ
た

一
字
の
漢
字
に
ね
。
全
く
頭
が
下
が
る
よ
。
」

Э

「
そ
の
系
譜
だ
が
ね
、
宮
崎
氏
に
し
て
も
則
岡
氏
に
し
て
も
出

て
く
る
人
物
を
並
べ
て
み
る
と
そ
れ
ぞ
れ
合
致
し
な
い
ね
。
系
図

が
幾
通
り
も
あ
る
訳
か
。
現
在
の
子
孫
と
の
つ
な
が
り
は
ど
う
な

つ
て
る
の
。
」

〓
本
当
は
取
り
上
げ
る
系
譜
は

一
本
で
よ
い
筈
な
の
だ
が
、
後

世
の
子
孫
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
系
譜
を
書
き
上
げ
た
の
だ
ろ
う
ね
。

則
国
家
で
定
直
の
墓
を
建
て
た
甥
の
分
太
夫
久
忠
は
出
て
来
た
が
、

そ
の
孫
で

一
二
〇
年
後
に
墓
を
再
建
し
た
長
太
郎
が
出
て
こ
な
い
の

た
部
分
は
要
領
が
得

て
い
な
い
ｃ

で
も

こ
れ
を
機

に
も

っ
と
資
料

を
掘
り
お
こ
し
て
く
れ
る
人
が
出
て
来

て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
な
。

よ
。
碑
銘

に
刻
ま
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
人
物
な
の
に
寺

の
過
去
帳

に
も
見

つ
か
ら
な
い
。
結
局
は
没
年
な
ど
か
ら
同
じ
孫

の

一
人

で

あ
る
勘
六
郎
吉
久
を
比
定
し
た
け
ど
ね
。
そ
れ
か
ら
読
者

に
と

っ

て
現
在
の
子
孫
は
だ
れ
も
・
　

一
番
興
味
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
書
け

■́
卜
一
〓
新
聞
て
「一古
）
記
事
を
見
た
と
言

っ
て
電
話
を
く
れ
る
子

孫
の
方
が
い
て
ね
、
そ
の
万
た

げ
を
取
り
上
げ
る
訳
に
は
い
か
な

い
の
よ
。
現
在

の
姓
が
異
な

っ
て
い
る
が
血

す
じ
の
濃

い
子
孫
も

お
ら
れ
る
し
ね
。
」

◎

「
系
譜
が
幾
本
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
も
腑
に
落
ち
な

い

ね
、
墓
は
ど
う
な

っ
て
る
の
。
」

「
則
岡
家
に
つ
い
て
い
え
ば
過
去
帳
や
墓
か
ら
本
家
筋

（
家
紋
は

た
ち
ば
な
　
　
　
　
お

う
ぎ

や

橘

）
と

扇

屋
筋

（家
紋
は
扇
）
の
二

つ
の
家
筋
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
本
家
筋
に
残
さ
れ
て
い
る
墓
は
三
基
、
扇
屋
筋
は
善

国
寺
に
い
く

つ
か
残
さ
れ
て
い
た
が
近
年
整
理
さ
れ
て
無
縁
墓
と
さ

れ
他
所

へ
運
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
で
ね
。
二
月
は
じ
め
に
円
満
寺

の

三
基
の
墓
の
写
真
を
撮
ろ
う
と
墓
地
に
行
き
、
急
斜
面
の
無
縁
墓

地
の
前
を
通

っ
た
と
き
、
所

狭
じ
と
ば
か
り
林
立
す
る
古
い
墓
の

中
に
見
覚
え
の
あ
る
戒

名

の
墓
が
目
に
つ
い
た
。
早
速
メ
モ
ノ
ー

ト
で
調
べ
る
と
な
ん
と
ね
、
さ

っ
き
話
し
た
定
直
の
墓
再
建
の
長

太
郎
に
比
定
し
た
勘
六
郎
吉
久
の
も
の
だ

っ
た
。
び

っ
く
り
し
た

ね
。
月
山
浄
秀
居
士
　
宝
暦
十
三
年
八
月
二
十
八
日
。
井
山
で
の

兜
と
の
出
会
い
も
、
無
縁
墓
地
で
の
吉
久
の
墓
と
の
出
会
い
も
全

■
■
■
■
■
ヨ-85-



く
偶
然
だ

っ
た
の
だ
よ
。
」

◎
畠
山
氏
を
と
り
上
げ
す
ぎ
た
の
で
少
し
繁
雑
に
な

っ
た
の
で
は
な

い
か
ね
。
」

「
宮
崎
氏
は
畠
山
氏
の
被
官
で
は
な
か

っ
た
が
血
縁
が
あ

っ
た
。

則
岡
氏
と
畠
山
氏

の
関
係
は
切
れ
な
い
。
小
坂
家
文
書
に
出

て
く

る
高
家
畠
山
氏
と

扇

屋
と
の
関
係
を
理
解
す
る
の
に
ず

っ
と
先
祖

か
ら
の
伏
線
が
必
要
だ
と
思

っ
て
系
図
な
ど
入
れ
た
の
よ
。
そ
れ

に
宮
原
町
と
い
う
土
地
柄
か
ら
こ
の
機
会
に
岩
室
城
主
畠
山
氏
の
こ

と
を
も
と
い
う
気
持
ち
が

つ
い
ペ
ン
を
走
ら
せ
て
し
ま
う
の
ね
。
」

◎

「
こ
ん
ど

の
本
は
大
人
向
き
と
い
う
こ
と

で
用
語
の
む
ず
か
し

さ
も
あ
る
が
、
読
む
人

の
立
場
、
登
場
人
物

の
子
孫
の
人

の
立
場

を
考
え
て
こ
と
ば
撰
び
を
し
な
い
と
ね
。
」

「
さ
す
が
自
治
会
活
動
や
地
域

の
人
び
と
と
の
ふ
れ
合
い
の
中

で
活
動
さ
れ
て
い
る
あ
な
た
だ
け
あ

つ
て
、
着
眼
は
す
る
ど
い
ね
。

も
う

一
度
読
み
直
す
よ
。
あ
り
が
と
う
。
」

お
礼

こ
の
た
び

の
出
版

に
あ
た
り
、
身
に
あ
ま
る
お

こ
と
ば
の
序
文

を
頂
き
ま
し
た
上
山
自天
有
田
市
教
育
長
様
、
特
別
展
の
催
し
の
中

で
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
玉
章
を
頂
き
ま
し
た
有
田
市
郷
土
資
料
館

学
芸
員
西
岡
巌
先
生
、
色
々
と
便
宜
を
は
か

っ
て
下
さ
い
ま
し
た

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
長
成
川
満
様
、
同
文
化
振
興
係
長
大

中
真
人
様
、
企
画
の
段
階
か
ら
助
言
を
頂
き
資
料
の
蒐

集
や
古
文

書
の
解
読
の
指
導
を
し
て
く
だ
さ
り
、
題
字
の
玉
筆
ま
で
賜
り
ま

し
た
久
喜
和
夫
先
生
、
有
難
ぅ
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
写
真
や

資
料
を
ご
提
供
く
だ
さ
り
ご
指
導
賜
り
ま
し
た
大
ぜ
い
の
皆
様
　
有

難
う
存
じ
ま
し
た
。
ご
芳
名
を
記
さ
せ
て
頂
き
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
誠
意
を
も

っ
て
印
刷
製
本
に
あ
た

っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
森
岡
印
刷
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（写
真
）

甕

・
兜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
郷
土
資
料
館

定
直
の
墓
修
復
を
終
ぇ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
岡
　
正
治

太
刀
の
宮

ｏ
爪
書
地
蔵
堂

・
宮
崎
定
直
の
墓
　
　
　
　
橋
本
　
正
勝

宮
崎
氏
旗
指
物

（常
楽
寺
蔵
）
　
　
　
　
　
　
有
田
市
教
育
委
員
会

雲
秀
逆
修
碑

・
聖
観
音
像

（常
楽
寺
蔵
）
　
　
　
　
　
権
卿
　
Ｊ
魏
凝

常
見
寺
山
号
扁
額

（
李
梅
渓
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
治
　
靖
順

（資
料
）

小
坂
家
文
書
に
つ
い
て

吉
次
の
手
記

・
真
田
幸
村
文
書

小
坂
家
文
書
０
０

成
川
家
文
書

宮
崎
氏
系
譜
０

同

　

０

津
山
　
成
夫

岬
町
小
坂
家

同

成
川
　
　
満

有
田
市
誌

た
ち
ば
な
の
里
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奇

一
．７
ＥＦ
雇

Ｆ

馬

先

生

．

色

々

と

便

宜

を

は

か

っ

て

下

さ

い

ま

し

た

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
長
成
川
満
様
、
同
文
化
振
興
係
長
大

宮
崎
氏
先
祖
書
口

宮
崎
氏
系
譜
四

・
李
梅
渓
父
子
資
料

那
智
尊
勝
院
文
書

（
目
良
文
書
）

足
利
義
昭
文
書

（極
楽
寺
蔵
）

袖
珍
武
鑑

・
則
岡
家
先
祖
書
０
０

爪
書
地
蔵
堂
免
税
文
書

畠
山
氏
記
録

・
父
母
状

六
十
人
者
仲
間
先
祖
書

◆
六
十
人
名
前
覚
書

野
村
の
古
跡
調
査

古
文
書
解
読

地
図
作
製

◆
パ
ソ
コ
ン

宮
原
公
民
館

則
岡
家
先
祖

右
　
同

李
梅
渓
に
つ
い
て

善
国
寺

円
満
寺
海
善
寺

山
佳み

津ち
る

清
水
　
英
仁

藤
田
　
元
渓

田
村
　
歓
弘

久
喜
　
和
夫

平
岡
　
繁

一

外
江
　
素
雄
==馨後

和
夫

同 同 同

大
浦
　
竹
夫

喜
多
　
宏
蔵

吉
松
　
良
治

久 梶喜
喜 原多

宮岸
崎上
ヒ

ロ

飲子

上
野
則
藤

子

宮
崎
氏
系
譜
０

同

　

０

有
田
市
誌

た
ち
ば
な
の
里

修復前の墓基盤のくずれ (橋本正勝氏写)
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甦

る

宮

崎

定

直

と

有

縁

の
人

び

と

蕪坂峠 万葉歌碑除幕式の日
久喜和夫 先生と筆者

発
　
行
　
日

編
集

・
発
行

平
成
十
二
年

（
二
〇
〇
〇
年
）
四
月

生
　
駒
　
佳
　
三

和
歌
山
県
有
田
市
宮
原
町
新
町

一
四
九
―
二

電
話

・
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
Ｏ
七
三
七
―
八
八
―
七
八
二
八

郵
便
番
号
　
六
四
九
―
〇
四
三
四

森
　
岡
　
印
　
刷

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
町
湯
浅
七
八
九

電
　
話
　
〇
七
三
七
―
六
二
―
二
〇
二
三

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
Ｏ
七
三
七
―
六
二
―
三
四
六
四

印
刷

・
製
本
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